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一
　
は
じ
め
に

　
日
本
国
憲
法
六
三
条
は
、
国
務
大
臣
の
、
国
会
へ
の
出
席
権
と
出
席
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
一
般
に
、「
日
本
の
議
院

内
閣
制
の
制
度
と
運
用
を
饗
導
す
る
重
要
な
規（
1
）定」

で
あ
る
、「
議
院
内
閣
制
の
当
然
の
結
果
を
定
め
た
も
の
で
あ（
2
）る」、「

議
院
内
閣
制

の
根
幹
に
あ
る
、
内
閣
の
対
議
会
責
任
性
の
実
質
化
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
え（
3
）る」
な
ど
、
議
院
内
閣
制
と
の
関
係
が
深
い
重
要
な
規

定
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
「
重
要
な
規
定
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
条
文
固
有
の

性
質
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な（
4
）い。
教
科
書
類
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
逐
条
解
説
書
で
も
最
低
限

度
の
記
述
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
務
大
臣
の
国
会
出
席
に
つ
い
て
は
そ
の
拘
束
時
間
の
長
さ
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
憲
法
六
三
条
の
実
務
上
の
扱
い
に
つ
い
て
も
不
明
確
で
あ（
5
）る。

　
こ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
国
憲
法
六
三
条
と
同
様
に
、
基
本
法
の
四
三
条
が
、
大
臣
の
連
邦
議
会
へ
の
出
席
権
と
、
連
邦
議
会

が
大
臣
を
呼
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
権
利
（
以
下
、「
召
喚（
6
）権」

と
呼
ぶ
）
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
も
と
も
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
長
い
時
間
を
か
け
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
召
喚
権
・
出
席
権
の
制
度
は

基
本
法
で
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
一
九
世
紀
の
前
半
に
は
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
種
々
の
経
緯
を

も
っ
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
の
如
く
、
一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
で
実
質
的
な
議
院
内
閣
制
が
採
用
さ
れ
定
着
し
た
例
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
召
喚
権
や
出
席
権
は
、
必
ず
し
も
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
制
度
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
制

度
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、

議
院
内
閣
制
と
の
関
連
だ
け
で
考
察
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
立
憲
君
主（
7
）制に
お
け
る
、
そ
れ
ら
本
来
の
意
義
や

位
置
づ
け
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
召
喚
権
や
出
席
権
の
制
度
は
、
絶
対
主
義
が
克
服
さ
れ
立
憲
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君
主
制
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
議
院
内
閣
制
へ
と
発
展
し
て
ゆ
か
ん
と
す
る
流
れ
の
中
で
ひ
と
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
両
制
度
の
意
義
や
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
も
の
と
な
り
う（
8
）る。

　
本
稿
で
は
、
上
記
の
論
点
す
べ
て
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
た
め
の
第
一
段
階
と
し
て
、
ド
イ
ツ
立
憲
主
義
の
は
じ
ま

り
で
あ
る
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
実
現
の
前
段
階
と
も
い
え
る
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
以
前
の
時
期
（
一
九
世

紀
中
期
ま
で
）
に
着
目
し
て
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
召
喚
権
及
び
出
席
権
の
展
開
と
、
立
憲
化
の
進
展
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
召
喚
権
及
び
出
席
権
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
議
院
内
閣
制
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。

二
　
一
九
世
紀
初
・
中
期
に
お
け
る
立
憲
化
の
進

（
9
）展

　
ま
ず
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
立
憲
化
が
ど
の
よ
う
に
進
展
し
た
の
か
と
い
う
点
を
確
認
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
統
治
に
関
す

る
法
制
度
と
議
院
内
閣
制
に
関
連
す
る
点
を
み
る
。
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
三
月
革
命
が
起
こ
っ
た
一
八
四
八
年
三
月
を
区
切
り

と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
期
（
フ
ォ
ア
メ
ル
ツ
）
と
、
そ
れ
以
後
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
の
成
立
以
前
（
一
八
七
一
年
ま
で
）
の
時
期
を
俯
瞰
す

る
。

㈠
　
三
月
革
命
ま
で

　
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
の
時
期
に
は
、
立
憲
化
が
進
行
し
た
と
は
い
え
、
議
会
の
権
限
が
強
い
と
い
う
意
味
で
の
議
会
主
義
の
進
展
は

あ
ま
り
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
絶
対
主
義
の
時
代
以
前
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
諸
侯
は
神
の
前
に
責
任
を
負
う
も
の
、
す
な
わ
ち
、
諸
侯
は
自

身
の
統
治
権
を
、
伝
統
的
な
諸
権
能
の
枠
組
み
に
お
い
て
臣
民
の
福
祉
の
た
め
に
行
使
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
絶
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対
主
義
の
下
で
も
諸
身
分
は
君
主
へ
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
有
し
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
憲
法
的
な
強
制
手
段
は
存
在
し
て
い
な

か
っ
）
10
（

た
。
一
七
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
が
起
こ
り
、
そ
の
影
響
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
所
に
伝
播
し
て
い
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
そ

の
影
響
も
限
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
主
義
の
完
全
な
克
服
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
民
族
主
義
・
自
由
主
義
・
民
主
主
義
を
標
榜
す

る
動
き
は
、
そ
の
よ
う
な
現
状
に
対
抗
す
る
形
で
現
れ
、
結
果
的
に
そ
れ
ら
の
努
力
が
政
府
に
対
す
る
議
会
の
優
位
を
要
求
し
て
い
く
よ

う
に
な
る
。

　
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
で
立
憲
化
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
一
八
一
四
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
結
ば
れ
た
ド
イ
ツ

同
盟
規
約
（Bundesa
）
11
（kte
）
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
妥
協
に
基
づ
）
12
（

く
こ
の
同
盟
規
約
に
よ
っ
て
、
君
主
ら
と
ド
イ

ツ
の
諸
自
由
都
）
13
（
市
は
、「
安
定
的
な
同
盟
」
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
同
盟
（D

eutscher Bund

）
に
統
合
さ
れ
た
。
こ
の
同
盟
は
立
法
権
・
執
行

権
・
司
法
権
と
い
っ
た
諸
権
限
を
有
し
て
お
ら
ず
、
単
に
各
同
盟
構
成
国
の
使
節
の
会
議

―
実
質
的
な
議
会
で
は
な
い

―
を
有
し
て

い
た
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の
国
家
的
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
規
約
の
一
三
条
が
「
全
て
の
同
盟
構

成
国
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
の
体
制
（landständische Verfassung

）
が
採
用
さ
れ
）
14
（
る
」
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
立
法
へ
の
あ
る
程
度
の
参
加
と
租
税
承
認
の
権
利
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
ラ
ン
ト
シ
ュ
ト
ゥ
ン
デ
と

い
う
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
も
の
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
だ
っ
）
15
（
た
。
こ
の
規
約
は
、「
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
」
の

「
シ
ュ
テ
ン
デ
」

―
「
諸
身
分
」
を
意
味
す
る

―
と
い
う
文
言
か
ら
、
古
典
的
身
分
制
を
意
図
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
う
し
た
解
釈
を
と
っ
た
の
は
強
硬
な
保
守
派
の
み
で
、
実
際
に
は
大
多
数
の
領
邦
が
近
代
的
な
人
民
代
表
と
解
釈
し
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
旧
来
の
体
制
へ
の
復
古
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
）
16
（

た
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
、
君
主
が
国
家
権
力
を
行
使
す
る
際
に
協

力
す
る
近
代
的
な
議
）
17
（
会
を
設
置
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。
議
会
は
法
律
と
予
算
を
議
決
し
、
大
臣
に
よ
り
代
表
さ
れ
た
政
府
へ
の
統

制
を
行
う
役
目
を
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
政
府
へ
と
味
方
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
）
18
（

る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
年
を
境
に
ド
イ
ツ
の
立
憲
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
）
19
（

る
。
そ
の
最
初
の
波
が
起
こ
っ
た
の
は
、
南
ド
イ
ツ
の
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比
較
的
大
き
な
諸
邦
に
お
い
て
で
あ
る
。
君
主
た
ち
は
、
彼
ら
の
権
力
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、「
官
僚
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
つ
く
り

出
さ
れ
る
行
政
統
一
か
ら
、
部
分
国
家
的
な
国
家
統
一
（eine partikularstaatlich N
ational-Einheit

）
を
生
み
出
」
し
、「
古
い
臣
民
と
新

し
い
臣
民
に
、
共
通
の
国
家
意
識
で
満
た
さ
れ
た
『
国
民
（N

ation

）』
の
形
を
与
え
る
よ
う
尽
力
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た

の
で
あ
）
20
（
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
憲
法
の
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
、
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た

な
い
し
欽
定
さ
れ
た
諸
憲
法
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
も
、
立
憲
君
主
制
を
意
図
す
る
、
ル
イ
一
八
世
の
一
八
一
四
年
憲
章
を
模
範
と
す

る
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て
い
）
21
（
た
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲
法
が
す
で
に
国
民
主
権
を
宣
言
し
て

い
）
22
（

た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
求
め
る
市
民
に
と
っ
て
こ
の
憲
章
は
む
し
ろ
後
退
を
意
味
す
）
23
（

る
も
の
で
あ
り
、
当
然
に
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
諸

憲
法
に
お
い
て
も
、
議
院
内
閣
制
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
主
権
的
統
治
体
制
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
制
定
の
波
は
、
一
八
一
四
年
九
月
二
日
の
ナ
ッ
サ
ウ
（N

assau

）
に
始
ま
り
、
バ
ー
デ
ン
（Baden

）、
バ
イ

エ
ル
ン
（Bayern

）、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
（W

ürttem
berg

）
な
ど
を
経
て
、
一
八
二
〇
年
一
二
月
一
七
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
＝
ダ
ル
ム
シ
ュ

タ
ッ
ト
（H

essen-D
arm
stadt

）
に
至
る
ま
で
続
い
た
。
こ
の
立
憲
化
の
波
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
は
中
部
ド
イ
ツ
の
諸
邦

―
ザ
ク
セ

ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
（Sachsen-W

eim
ar-Eisenach

）
と
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
（Thüringen

）
の
数
国
を
除
き

―
に
、
さ
ら

に
北
ド
イ
ツ
の
ザ
ク
セ
ン
（Sachsen

）、
ク
ー
ル
ヘ
ッ
セ
ン
（Kurhessen

）、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
（Braunschw

eig

）、
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
（H

annover

）、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
（H

olstein

）
に
ま
で
至
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
年
ほ
ど
か
け
て
、
こ
れ
ら
以
外
の
中
部
ド
イ
ツ

及
び
北
ド
イ
ツ
の
小
規
模
な
諸
国
が
よ
う
や
く
立
憲
化
す
る
に
至
っ
た
（
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
で
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
の
は
一

八
四
八
年
が
最
初
で
あ
）
24
（

る
）。

　
南
ド
イ
ツ
の
諸
憲
法
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
内
容
面
で
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
諸
憲
法
は
、
君
主
を
国
家
の
元

首
と
み
な
し
、
神
聖
不
可
侵
た
る
君
主
自
身
に
す
べ
て
の
国
家
権
力
を
集
中
さ
せ
た
ほ
か
、
君
主
の
地
位
が
世
襲
の
も
の
で
あ
る
と
宣
言

し
て
お
）
25
（
り
、
中
部
ド
イ
ツ
の
小
国
に
お
い
て
も
、
君
主
の
地
位
に
異
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
君
主
に
助
力
し
、
君
主
に
よ
っ
て
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単
独
で
任
命
さ
れ
ま
た
罷
免
さ
れ
）
26
（
る
政
府
は
、
時
と
し
て
、
任
務
の
分
配
に
お
い
て
、
近
代
的
な
性
格
を
示
し
て
い
た
。

　
議
会
に
つ
い
て
は
、
五
の
大
国
が
、
二
院
制
を
採
用
し
）
27
（

た
。
一
般
に
第
一
院
に
は
、「
伝
統
的
な
貴
族
特
権
」
が
残
さ
れ
た
た
め
、
主

に
土
地
貴
族
が
属
し
た
が
、
同
時
に
、
教
会
、
大
学
、
都
市
の
当
局
の
代
表
者
ら
も
含
ま
）
28
（
れ
、
そ
の
他
に
は
、
教
育
を
受
け
た
市
民
、
事

情
に
よ
っ
て
は
財
産
の
あ
る
市
民
も
、
さ
ら
に
そ
の
他
に
も
領
邦
君
主
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
人
々
が
属
す
る
こ
と
も
あ
っ
）
29
（
た
。
そ
れ
に
対

し
第
二
院
は
、
主
に
有
産
市
民
や
教
育
を
受
け
た
市
民
が
属
し
た
が
、
貴
族
や
聖
職
者
（Klerus

）、
公
務
員
ら
も
強
く
代
表
さ
れ
て
い
た

と
さ
）
30
（
れ
、
こ
の
他
に
は
中
産
階
級
と
農
民
階
級
が
属
し
た
が
、
し
ば
し
ば
下
級
の
土
地
貴
族
（
騎
士
領
所
有
者
〔Rittergutsbesitzer

〕）
と

G
eistlichkeit

と
呼
ば
れ
た
聖
職
者
階
級
も
含
ま
れ
）
31
（

た
。
こ
う
見
る
と
、
第
二
院
こ
そ
が
人
民
議
会
（Volksvertretung

）
と
呼
ば
れ
う
る

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
両
院
が
全
人
民
の
代
表
と
み
な
さ
れ
て
い
）
32
（
た
。
一
院
制
を
採
用
し
た
諸
小
国
で
は
、
単
に
領
邦

議
会
（Landtag

）
な
い
し
議
院
（Kam

m
er

）
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
、
選
挙
さ
れ
た
議
員
が
は
っ
き
り
と
人
民
の
代
表
（Volksvertreter

）

と
呼
ば
れ
）
33
（
た
。
こ
れ
ら
の
代
表
に
は
、
身
分
制
議
会
の
強
制
委
任
（ständisch-im

perativen M
andat

）
と
は
異
な
り
、
自
由
代
表
（freier 

Repräsentation

）
の
考
え
が
み
ら
れ
）
34
（
た
。
ま
た
、
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
二
五
歳
以
上
で
か
つ
一
定
の
納
税
の
実
績
が
あ
る
者
、

あ
る
い
は
土
地
を
所
有
し
て
い
る
者
に
限
ら
れ
、
選
挙
は
通
例
、
選
挙
人
を
選
ぶ
と
い
う
間
接
選
挙
の
形
式
で
行
わ
れ
て
い
）
35
（
た
。

　
議
会
の
召
集
、
停
会
、
閉
会
・
解
散
は
、
も
っ
ぱ
ら
君
主
（
及
び
そ
の
代
理
者
）
の
権
限
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
議
会
自
ら
召
集
な

い
し
解
散
を
行
う
権
利
は
存
在
し
な
か
っ
）
36
（

た
。
ま
た
、
近
代
議
会
に
と
っ
て
重
要
な
権
利
で
あ
る
、
議
会
の
中
の
一
団
が
法
律
案
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
も
同
様
に
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
他
方
で
、
議
会
に
選
出
さ
れ
た
代
表
者
は
、
領
邦
の
君
主
に
対
し
て

請
願
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
）
37
（

た
。
加
え
て
議
会
は
、
立
法
の
際
の
共
同
討
議
権
（M

itspracherecht

）
を
は
じ
め
か
ら
有
し
て
お
）
38
（

り
、

さ
ら
に
、
個
人
の
自
由
及
び
所
有
権
を
侵
害
す
る
あ
る
い
は
憲
法
に
関
係
す
る
新
た
な
法
律
な
ど
を
制
定
す
る
際
に
は
議
会
の
賛
成
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
要
件
を
諸
憲
法
は
定
め
て
い
）
39
（

た
。
し
か
し
、
予
算
承
認
に
際
し
議
会
側
が
な
ん
ら
か
の
希
望
を
付
す
こ
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
条
件
を
付
け
る
こ
と
さ
え
も
許
さ
れ
な
か
っ
）
40
（

た
。
こ
う
し
た
形
式
的
な
予
算
権
は
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
影
響
を
更
に
拡



一九世紀初・中期のドイツにおける召喚権と出席権の展開

135

大
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
次
第
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
）
41
（
る
。
諸
憲
法
に
よ
っ
て
、
政
府
は
予
算
の
概
要
の
提
示
と
そ
の
使
途
証
明
を

義
務
付
け
ら
れ
て
い
）
42
（

た
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
租
税
承
認
権
や
会
計
検
査
権
、
あ
る
い
は
異
議
申
立
権
（Beschw

erder

）
43
（

echt

）
の
よ
う

な
、
行
政
統
制
に
資
す
る
権
利
、
な
い
し
は
政
府
が
法
律
を
公
布
す
る
際
に
議
会
の
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
有
す
る
権
利
と
い
え
る
諸

権
利
を
規
定
し
て
い
た
憲
法
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
特
に
興
味
深
い
の
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
五
一
条
が
「
国
王
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
、
国
家
行
政
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
命
令
は
、

行
政
部
門
の
大
臣
又
は
長
に
よ
っ
て
副
署
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
」、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヒ
ル
ト
ブ
ル

ク
ハ
ウ
ゼ
ン
（Sachsen-H

ildburghausen

）
憲
法
五
三
条
が
、「
主
と
し
て
、
す
べ
て
の
君
主
の
命
令
は
そ
の
際
に
君
主
に
助
言
し
…
…
た

国
家
公
務
員
に
よ
り
副
署
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各
公
務
員
が
自
身
の
述
べ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
諸
決
議
に
つ
き
君
主
及
び

国
家
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
に
対
す
る
異
議
申
立
て
及
び
訴
え
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
」
と
規
定
）
44
（

し
、
い
わ
ゆ

る
副
署
と
大
臣
責
任
性
と
の
関
係
を
す
で
に
示
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
大
臣
責
任
性
は
、

純
粋
な
公
務
員
責
任
性
と
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
、
統
治
行
為
に
真
正
性
を
与
え
る
、「
真
正
性
の
宣
言

（Authentizitätserklärung

）」
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
）
45
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
に
対
す
る
政
府
代
表
者
の
政
治
的
責

任
性
は
、
議
院
内
閣
制
的
に
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
に
鑑
み
る
と
、
法
案
、
と
り
わ
け
予
算
へ
の
同
意
を
拒
絶
す
る
と
い
う
手
段
に
よ
り
、
政
府
に
対
し
て
圧
力
を
加

え
る
と
い
う
可
能
性
は
、
こ
の
時
期
に
も
存
在
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
議
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
君
主
の
権

限
は
著
し
く
強
力
で
あ
り
、「
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
の
よ
う
）
46
（

に
」
議
会
を
お
び
や
か
し
て
い
た
。
加
え
て
、
自
由
主
義
へ
の
反
動
も
議
会
へ

の
向
か
い
風
と
な
っ
た
。
自
由
主
義
の
高
揚
を
危
惧
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
宰
相
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
（Klem

ens von M
etternich

）
が
ド
イ
ツ

の
主
要
な
同
盟
国
と
と
も
に
成
立
さ
せ
た
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
決
議
の
結
果
と
し
て
、
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
禁
止
及
び
学
生
・
教
授

の
監
督
（
大
学
法
）、
書
籍
・
新
聞
の
検
閲
（
出
版
法
）、
特
別
な
捜
査
機
関
の
設
置
（
捜
査
）
47
（

法
）
と
い
っ
た
手
法
に
よ
る
言
論
統
制
と
大
学
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等
へ
の
監
視
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
）
48
（
る
。
さ
ら
に
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
に
助
言
し
て
い
た
ゲ
ン
ツ

（Friedrich von G
entz

）
は
、
君
主
制
原
理
に
適
合
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
同
盟
規
約
一
三
条
の
「
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
」
は
「
旧

身
分
制
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
49
（
た
。
こ
れ
は
、
一
八
二
〇
年
五
月
一
五
日
以
降
、「
ウ
ィ
ー
ン
最
終
議
定
書
（W

iener Schlußakte

）」

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
）
50
（
る
。
こ
う
し
た
影
響
も
あ
り
、
当
時
の
議
会
（
の
立
憲
主
義
者
ら
の
間
）
で
は
、
保
守
・
反
動
的
な
君
主

主
義
的
政
府
へ
と
反
対
す
る
こ
と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
て
い
）
51
（

た
。
こ
う
し
た
事
情
も
、
議
会
主
義
の
進
展
、
ひ
い
て
は
議
院
内
閣
制
へ
の

展
開
が
遅
れ
た
一
因
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

㈡
　
三
月
革
命
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
ま
で

1
　
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
立
憲
化

　
一
八
四
八
年
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
、
他
の
領
邦
の
よ
う
に
は
立
憲
化
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
上
述
し
た

よ
う
な
反
動
運
動
や
、
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
へ
の
抵
抗
思
想
の
存
在
、
ま
た
、
比
較
的
安
定
し
て
お
り
戦
争
が
起
こ

る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
情

―
仮
に
戦
争
が
起
こ
れ
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
も
軍
事
予
算
の

承
認
な
ど
で
議
会
ひ
い
て
は
憲
法
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
え
た

―
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
多
面
的
な
影
響
を
受
け
た
ゆ
え
の

結
果
で
あ
っ
）
52
（

た
。

　
し
か
し
、
一
八
四
八
年
二
月
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
革
命
の
余
波
は
、
つ
い
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
も
到
達
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
年
三
月
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
革
命
に
引
き
続
い
て
ベ
ル
リ
ン
で
三
月
革
命
が
勃
発
し
、
時
の
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
が
譲
歩
、

憲
法
制
定
を
約
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
際
に
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
（Ludolf Cam

phausen

）
と
ハ
ン
ゼ
マ
ン
（D

avid H
ansem

ann

）
を
首

班
と
す
る
自
由
主
義
的
な
「
三
月
内
閣
」
が
組
織
さ
れ
る
に
至
っ
）
53
（

た
。

　
同
年
五
月
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
が
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
民
議
会
の
選
挙
は
、
財
産
等
に
よ
る
選
挙
権
制
限
が
な
く
、
普
通
選
挙
・
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平
等
選
挙
・
秘
密
選
挙
を
原
則
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
月
末
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
つ
い
て
通
じ
て
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
憲
法

を
手
本
と
す
る
に
足
る
も
の
と
判
断
し
）
54
（

た
ハ
ン
ゼ
マ
ン
は
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
基
礎
を
置
き
つ
つ
も
、
国
王
の
強
い
要
求
を
受
け
入
れ
る

形
で
君
主
制
の
精
神
に
沿
う
修
正
を
加
え
た
草
案
を
提
出
し
た
。
国
民
議
会
側
は
こ
れ
を
よ
し
と
せ
ず
、
よ
り
民
主
的
な
憲
法
を
求
め
、

ハ
ン
ゼ
マ
ン
草
案
を
さ
ら
に
修
正
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
国
民
議
会
は
一
二
月
に
解
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
憲
法
の
制
定
は
保
守

派
に
お
い
て
も
必
要
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
解
散
の
日
に
国
王
は
、
国
民
議
会
の
委
員
会
草
案
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
「
プ
ロ
イ
セ
ン

国
の
憲
法
典
」
を
、
欽
定
憲
法
の
形
で
発
布
し
た
。
こ
れ
が
一
八
四
八
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
に
は
、
新
た
に
創
設

さ
れ
る
議
院
の
最
初
の
会
議
の
際
に
直
ち
に
修
正
さ
れ
る
と
い
う
留
保
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
上
下
両
院
と
も
に
召
集
さ
れ
た
の
だ

が
、
下
院
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
の
承
認
を
政
府
に
迫
っ
た
こ
と
で
解
散
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
係

し
て
、
普
通
・
平
等
・
秘
密
選
挙
原
理
は
廃
さ
れ
、
三
級
選
挙
法
（D

reiklassenw
ahlrecht

）
が
代
わ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
納
税

額
に
よ
っ
て
選
挙
権
者
を
三
等
級
に
わ
け
、
公
開
投
票
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
有
階
級
に
一
般
大
衆
よ
り
も
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を

持
た
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
三
級
選
挙
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
再
選
挙
で
は
保
守
派
が
多
数
を
制
し
、
四
八
年
憲
法
の
修
正
は
保

守
的
な
方
向
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
定
め
ら
れ
た
一
八
五
〇
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
は
、
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
国
王

が
憲
法
を
公
布
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
文
に
宣
言
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
、
四
八
年
以
前
の
諸
憲
法
の
よ
う
に
、
統
治
の
君
主
制

的
性
格
が
強
調
さ
れ
た
り
、
権
力
分
立
が
否
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
全
体
と
し
て
四
八
年
憲
法
に
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
議
院
内
閣
制
の
採
用
に
は
至
ら
ず
、
あ
く
ま
で
立
憲
君
主
制
が
定
め
ら
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
プ
ロ
イ
セ

ン
の
立
憲
化
は
こ
の
時
期
に
ひ
と
ま
ず
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
）
55
（

る
。

　
と
は
い
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
、
何
の
困
難
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
（O

tto von Bism
arck

）

は
、
大
臣
の
国
法
上
の
地
位
に
関
す
る
彼
の
根
本
的
な
見
解
を
詳
細
に
説
明
し
、
議
院
内
閣
制
を
目
標
と
し
て
な
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
努
力

を
明
確
に
拒
絶
し
て
い
）
56
（
た
し
、
一
連
の
予
算
紛
争
・
憲
法
紛
争

―
と
り
わ
け
一
八
六
二
年
と
一
八
六
三
年
の
紛
）
57
（
争

―
も
そ
の
顕
著
な
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例
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
一
八
六
二
年
の
予
算
紛
争
の
際
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
い
わ
ゆ
る
欠
缺
理
論
（Lückentheorie

）

―
予
算
に

つ
い
て
君
主
と
議
会
と
が
対
立
し
た
際
の
扱
い
に
つ
い
て
憲
法
は
示
し
て
お
ら
ず
そ
の
点
に
欠
缺
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
君
主

が
そ
の
欠
缺
を
埋
め
る
よ
う
に
憲
法
に
拘
束
さ
れ
ず
行
動
で
き
る
と
い
う
理
論

―
を
主
張
し
て
い
）
58
（
た
。
後
述
す
る
よ
う
な
、
召
喚
権
や

発
言
権
に
関
す
る
問
題
も
同
様
に
憲
法
的
な
困
難
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
シ
ュ
タ
ー
ル
（Friedrich Julius 

Stahl

）
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
シ
ュ
タ
ー
ル
の
見
解
は
当
時
の
国
法
学
全
体
に
お
い
て
も
支
配
的
な
見
解
で
あ
っ
）
59
（

た
。
そ

う
し
た
ド
イ
ツ
立
憲
主
義
は
、
立
憲
君
主
制
下
で
憲
法
形
態
を
理
解
し
、
そ
し
て
そ
の
憲
法
形
態
に
お
い
て
、
君
主
は
「
議
会
多
数
派
の

意
思
な
き
手
先
（w

illenloses W
erkzeug der parlam

entarischen M
ajorität

）」
で
は
な
く
、
ま
た
憲
法
が
定
め
る
統
治
シ
ス
テ
ム
の
大
臣

を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
法
律
の
制
限
の
中
で
、
自
ら
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
統
治
す
る
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
60
（

る
。

2
　
同
盟
レ
ベ
ル
で
の
展
開

　
四
八
年
の
革
命
の
余
波
は
プ
ロ
イ
セ
ン
以
外
の
諸
邦
へ
も
伝
播
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、

―
ド
イ
ツ
全
体
の
レ
ベ
ル
と
し
て

の

―
ド
イ
ツ
議
会
を
求
め
る
声
に
な
っ
て
い
っ
）
61
（
た
。
ド
イ
ツ
同
盟
に
お
い
て
は
、
各
国
家
単
位
で
は
な
く
同
盟
レ
ベ
ル
で
の
憲
法
制
定

が
試
み
ら
れ
た
。
同
盟
議
会
の
十
七
人
委
員
会
で
は
い
わ
ゆ
る
「
十
七
人
委
員
会
草
案
」
が
起
草
さ
れ
て
い
る
ほ
）
62
（

か
、
六
月
に
は
「
ド
イ

ツ
へ
の
臨
時
の
中
央
権
力
の
導
入
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
法
」（Reichsgesetz über die Einführung einer provisorischen Zentralgew

alt für 

D
eutschl

）
63
（

and

）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
三
月
末
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
自
由
主
義
的
な
政
治
家
た
ち
に
よ
り
準
備
議
会
が
開
か
れ
た
。
各
領
邦
は
準
備
議
会
の
決
議

を
承
認
し
、
も
っ
て
各
地
で
国
民
議
会
の
選
挙
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
こ
の
選
挙
は
、
基
本
的
に
成
年
男
子
に
よ
る
普
通
選
挙
で
あ
っ

た
）。
五
月
一
八
日
か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
で
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
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ン
代
表
の
ダ
ー
ル
マ
ン
（Friedrich Christoph D

ahlm

）
64
（

ann

）
を
中
心
と
し
て
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
が
起
草
さ
れ
た
。
こ
の
憲

法
は
、
形
式
的
に
は
十
七
人
委
員
会
草
案
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
四
八
年
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
十
七
人
委
員
会
草
案
の
審
議
に
お
け
る
数
々
の
動
議
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
て
い
）
65
（
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
は
、
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
を
皇
帝
と
す
る
立
憲
君
主
制
を
定
め
て
い
）
66
（
た
が
、
彼
が
そ
の
根
底
に
あ
る
国
民
主
権
原
理
を
拒
絶
）
67
（
し
、
ま

た
そ
れ
に
よ
っ
て
固
有
の
統
治
権
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
こ
と
）
68
（

で
、
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

㈢
　
当
時
の
「
責
任
」
論

　
な
お
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
審
議
の
際
に
は
、
た
と
え
ば
庶
民
代
表
の
議
院
の
議
員
の
多
数
派
か
ら
な
る
内
閣
を
組
織
し
、
内
閣
が

議
会
の
信
任
を
必
要
と
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
試
み
が
熱
心
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
最
初
の
内
閣
の
組
閣
の
際
、

大
部
分
の
政
府
構
成
員
は
国
民
議
会
を
尊
重
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
責
任
論
の
下
で
ま
ず
理
解
さ
れ
た
の
は
、
大
臣
訴
追
に
よ
っ

て
保
障
さ
れ
た
、
刑
法
的
な
責
任
で
あ
っ
）
69
（

た
。
結
果
的
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
に
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
追
制
度
も
定
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
こ
う
し
た
刑
法
的
な
責
任
理
解

―
す
な
わ
ち
司
法
手
続
き
に
よ
る
弾
劾
等

―
は
、
当
時
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
や
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
は
、
大
臣
の
法
律
違
反
や
憲
法
違
反
に
つ
い
て
司
法
形
式
の
問
責
を
定
め
て

い
た
ほ
か
、
一
八
六
八
年
の
バ
ー
デ
ン
法
は
、
要
件
と
し
て
政
治
的
な
も
の
を
定
め
つ
つ
も
手
続
き
を
司
法
形
式
と
し
て
い
）
70
（

た
。
す
な
わ

ち
、
大
臣
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
刑
事
的
な
も
の
に
限
ら
れ
、
次
に
政
治
的
な
も
の
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

バ
ー
デ
ン
法
も
、
手
続
き
が
司
法
形
式
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
点
に
お
い
て
刑
法
的
責
任
と
実
質
に
お
い
て
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

大
臣
に
議
会
に
対
す
る
信
任
を
要
求
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
五
〇
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
も
、
そ
の
四
四
条
（
一
八
四

八
年
憲
法
に
お
い
て
は
四
二
条
）
に
お
い
て
「
国
王
の
す
べ
て
の
統
治
行
為
は
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
大
臣
の
副
署
を
必
要
と

し
、
大
臣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
」
と
定
め
て
お
り
、
政
治
的
責
任
性
の
表
れ
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
意
味
を
持
つ
よ
う
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な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
大
臣
訴
追
に
つ
い
て
も
、
六
一
条
二
項
に
、
訴
追
の
た
め
の
「
責
任
の
要
件
に
つ
い
て
、
手
続
き
に
つ
い

て
及
び
刑
に
つ
い
て
の
詳
細
な
規
定
は
、
特
別
法
に
留
保
さ
れ
る
」
と
の
規
定
が
あ
っ
た
）
71
（

が
、
そ
の
要
件
を
定
め
る
べ
き
法
律
が
制
定
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
刑
法
的
責
任
ま
で
も
事
実
上
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
い
）
72
（
た
。
政
治
的
責
任
に
関
し
て
は
、
憲
法
草
案
を
審
議
し

て
い
た
十
七
人
委
員
会
も
、
皇
帝
の
統
治
行
為
に
は
、
議
会
に
責
任
を
負
う
ラ
イ
ヒ
大
臣
の
副
署
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
考
え

て
い
た
。
し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
大
臣
が
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
信
任
に
依
存
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
彼
ら
が
両
議
院

に
属
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
、
そ
し
て
当
然
に
そ
の
多
数
派
に
属
す
る
必
要
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
）
73
（
た
。
議
会
側
の
人
々
は
大
臣

責
任
性
を
要
求
し
、
そ
れ
を
政
治
的
に
有
効
な
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
議
院
内
閣
制
の
採
用
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
帰
結

を
引
き
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
ら
の
最
大
の
目
標
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
形
で
、
人
民
代
表
た
る
議
会

が
無
制
限
に
立
法
へ
と
り
わ
け
予
算
の
承
認
に
も
参
加
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
予
算
の
拒
否
は
、
政
府
へ
の
批
判
や
強
制
の
重
要
な
手
段
（
と
な
り
う
る
も
の
）
で
あ
っ
た

が
、
議
会
の
解
散
権
が
君
主
・
政
府
に
あ
っ
た
た
め
に
、
政
府
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
手
段
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
君

主
に
対
立
し
う
る
強
力
な
議
会
を
生
み
出
す

―
こ
れ
が
当
時
の
「
議
会
主
義
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
が

―
こ
と
こ
そ
が
当
時
の
彼
ら
の

最
大
の
目
標
で
あ
り
、
政
府
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
は
二
の
次
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
的
憲
法
観
に

と
っ
て
、
憲
法
は
改
革
す
る
国
家
の
法
的
拘
束
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
が
志
向
し
た
の
も
君
主
制
の
廃
止
で
は
な
く
、
君
主

の
法
的
拘
束
の
強
化
で
あ
っ
）
74
（

た
と
い
う
こ
と
や
、
人
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
議
会
と
君
主
と
が
並
立
し
対
立
す
る
と
い
う
立
憲
君
主
制
の

二
元
主
義
が
、
君
主
の
み
を
人
民
の
代
表
で
あ
る
と
み
な
す
君
主
制
を
動
揺
さ
せ
）
75
（

る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
う
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
議
会
の
権
限
の
強
化
（
ひ
い
て
は
議
院
内
閣
制
へ
の
展
開
）
は
段
階
を
踏
ん
で
進
ん
で
い
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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㈣
　
当
時
の
議
院
内
閣
制
論

　
こ
の
時
期
に
学
説
に
お
い
て
議
院
内
閣
制
（
的
制
度
）
を
主
張
し
て
い
た
論
者
と
し
て
は
、
ヴ
ェ
ル
ッ
カ
ー
（Karl Theodor W

elcker

）、

ダ
ー
ル
マ
ン
、
そ
れ
に
モ
ー
ル
（Robert von M

ohl

）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
、
ヴ
ェ
ル
ッ
カ
ー
は
、
も
と
も
と
積
極
的
な
協
働
関
係

と
し
て
議
会
と
政
府
の
関
係
を
構
成
し
て
い
）
76
（
た
。
ダ
ー
ル
マ
ン
は
、
大
臣
に
は
ふ
た
つ
の
義
務

―
選
挙
民
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う

義
務
と
、
君
主
の
権
利
を
保
持
す
る
と
い
う
義
務

―
が
あ
る
た
め
、
議
会
の
議
員
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
議
会
に
対
し
て
も
君
主
に
対

し
て
も
、
そ
の
正
当
な
地
位
を
得
る
、
と
主
張
し
て
い
）
77
（
た
。
彼
の
主
張
は
こ
の
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
こ
と
を
一

八
四
八
年
革
命
の
十
数
年
前
に
既
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
主
張
の
先
駆
者
と
し
て
特
筆
す
べ
き
こ
と

だ
と
指
摘
さ
れ
）
78
（

る
。
モ
ー
ル
は
、
ダ
ー
ル
マ
ン
よ
り
さ
ら
に
具
体
的
に
議
院
内
閣
制
の
採
用
を
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
）
79
（

ば
、「
君
主
に
す

べ
て
の
国
家
権
力
を
与
え
、
一
方
で
議
会
に
は
従
属
的
権
利
と
従
属
的
な
利
害
関
係
を
確
保
す
る
立
憲
国
家
の
解
釈
に
は
」、
君
主
と
議

会
と
が
対
立
し
た
際
、「
幾
度
も
重
大
な
衝
突
の
発
生
が
避
け
ら
れ
」
ず
、
加
え
て
「
国
家
活
動
が
完
全
に
停
滞
す
る
可
能
性
も
あ
る
」

と
い
う
問
題
が
あ
る
。「
い
ま
や
国
家
は
崩
壊
す
べ
き
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
さ
す
れ
ば
調
停
手
段
が
見
つ
け
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
が
、
そ
の
方
法
は
、「
政
府
見
解
へ
の
議
会
の
秩
序
だ
っ
た
従
属
か
、
あ
る
い
は
国
民
代
表
の
真
の
意
味
に
お
け
る
国
務
の
指
導

に
存
在
し
う
る
の
み
で
あ
る
」。
し
か
し
前
者
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
買
収
に
よ
っ
て
反
対
派
議
員
の
表
決
に
影
響
を
与
え

る
し
か
な
く
、
政
治
腐
敗
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
モ
ー
ル
は
後
者
の
手
法
、
す
な
わ
ち
議
院
内
閣
制
（
国
務
が
「
議
会
に
お
け
る
そ
の

と
き
ど
き
の
…
…
多
数
派
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
と
き
、
人
民
代
表
の
意
味
に
お
け
る
政
府
は
、
常
に
安
定
し
て
存
在
す
る
」）
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ

は
「
た
と
え
ば
法
律
に
お
い
て
規
定
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
圧
倒
的
な
有
用
性
の
理
解
に
基
づ
く
慣
習
で
あ
る
の
み

で
、
憲
法
条
項
で
は
な
く
統
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
）
80
（

る
」
と
し
、
法
制
度
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

背
景
に
は
、
当
時
す
で
に
範
と
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
議
院
内
閣
制
が
、
ま
さ
に
慣
習
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
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る
。

　
た
だ
し
、
当
時
の
立
憲
的
論
者
が
必
ず
し
も
議
院
内
閣
制
的
体
制
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
カ
ル
テ
ン
ボ
ル

ン
（Carl von Kaltenb

）
81
（orn

）
と
ロ
テ
ッ
ク
（Karl von Rott

）
82
（eck

）
を
挙
げ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
議
院
内
閣
制
の
捉
え
方
と
、
立
憲
体
制
の

理
想
の
差
異
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
は
英
国
の
議
院
内
閣
制
を
ま
さ
に
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
と
捉
え
て
い
た

し
、
ロ
テ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
彼
の
思
想
の
貫
徹
に
は
議
会
と
政
府
と
の
対
抗
と
協
働
が
必
要
で
、
一
方
が
他
方
に
優
越
し
統
合
さ
れ
る

こ
と
は
立
憲
体
制
の
死
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈤
　
小
　
括

　
三
月
革
命
以
前
の
時
期
は
、
明
確
に
議
会
に
対
す
る
君
主
制
原
理
の
優
位
が
あ
っ
た
。
議
会
側
に
情
報
権
等
が
与
え
ら
れ
た
一
方
、
完

全
な
形
の
予
算
権
や
立
法
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
対
し
て
政
府
に
は
議
会
の
（
自
由
な
）
解
散
権
や
議
会
へ
の
出
席
権
が
与
え
ら
れ
た
。

カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
決
議
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
主
義
へ
の
反
動
も
議
会
へ
の
逆
風
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
政
治
的
未
熟
に
お
い

て
は
、
発
生
し
う
る
政
府
と
議
会
と
の
政
治
的
闘
争
の
解
決
手
段
は
抽
象
的
・
教
条
的
に
扱
わ
れ
た
の
み
で
、
積
極
的
な
生
活
の
形
成
を

め
ざ
そ
う
と
は
な
ら
な
か
っ
）
83
（
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
議
会
で
は
ま
ず
政
府
へ
反
対
す
る
こ
と
が
第
一
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
議
会
主
義
の
進
展
は
遅
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
84
（

た
。

　
し
か
し
、
三
月
革
命
後
に
変
化
が
生
じ
た
。
フ
ラ
ン
ス
的
な
一
元
的
主
権
理
解
か
ら
離
れ
、
君
主
と
国
民
の
共
同
主
権
と
い
う
考
え
方

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
）
85
（

る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ロ
教
会
で
は
、「
君
主
と
国
民
と
の
間
の
同
権
の
原
理
を
で
き
る
だ
け
徹
底

し
て
実
現
し
よ
う
と
し
、
三
月
前
期
の
君
主
制
原
理
の
優
位
と
完
成
し
た
議
会
主
義
に
お
け
る
国
民
代
表
の
優
位
と
の
中
間
を
追
）
86
（
求
」
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
優
位
の
状
態
か
ら
、
政
府
と
議
会
が
対
等
に
な
っ
た
の
ち
に
国
民
代
表
優
位
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
順
序
を
考

え
れ
ば
、
革
命
を
境
に
議
院
内
閣
制
的
シ
ス
テ
ム
へ
の
展
開
が
一
歩
進
展
し
た
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
状
況
の
変
化
に
よ
っ
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て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
や
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
な
ど
、（
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
）
国
民
主
権
的
な
面
を
含
む

憲
法
が
一
応
と
は
い
え
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
臣
の
責
任
性
に
つ
い
て
は
、
刑
事
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
と
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
革
命
以
前
か
ら
一
部
の
憲
法
で
、
革
命
後

に
も
憲
法
や
法
律
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
と
り
わ
け
副
署
に
よ
る
政
治
的
な
責
任
性
は
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
学
説
の
一
部

を
除
き
、
基
本
的
に
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
が
議
会
の
信
任
を
必
要
と
す
る
、
す
な
わ
ち
議
会
に
責
任
を
負
う
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
革
命
後
で
さ
え
も
実
際
に
は
議
会
に
比
し
て
政
府
の
力
が
な
お
強
く
、
な
に
よ
り
も
議
会
権
限
の
強
化

―

議
会
主
義

―
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
出
席
権
や
召
喚
権
は
政
治
的
責
任
の
実
現
に
寄
与
し
た
が
、
あ
く
ま

で
部
分
的
に
寄
与
し
た
の
み
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
一
九
世
紀
初
・
中
期
に
お
け
る
召
喚
権
と
出
席
権
の
展
開

㈠
　
三
月
革
命
以
前
の
展
開

　
元
来
、
召
喚
権
や
出
席
権
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
一
七
九
一
年
憲
法
は
、
大
臣
の
国
民
議
会

へ
の
出
席
権
を
は
じ
め
て
規
定
し
（
第
Ⅲ
編
第
Ⅲ
章
第
Ⅳ
節
一
〇
条
）、
一
七
九
五
年
憲
法
は
召
喚
権
を
規
定
す
る
と
と
も
に
そ
れ
を
出
席

権
と
対
置
し
て
い
た
（
七
五
―
七
七
条
）。
ま
た
、
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
、
八
八
条
二
項
に
大
臣
の
出
席
権
及
び
発
言
権
を
、

三
項
に
召
喚
権
を
規
定
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
は
と
り
わ
け
南
ド
イ
ツ
の
諸
邦
に
影
響
を
与
え
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
、
ド
イ
ツ

全
体
の
レ
ベ
ル
で
模
範
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
87
（

た
。

　
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら
、
大
臣
政
府
と
対
峙
す
る
立
法
府
が
、
憲
法
制
定
に
よ
り
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
扱
う
出
席
権
や
召
喚
権
は
、
元
来
、
こ
の
両
者
の
緊
張
関
係
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
）
88
（
る
。

1
　
召
喚
権

　
こ
の
時
期
に
、
議
会
の
召
喚
権
を
規
定
し
て
い
た
憲
法
は
存
在
し
な
い
。
一
八
三
〇
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
八
八
条
の
規
定
す
ら
継
受
さ

れ
な
か
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
憲
法
が
諸
身
分
と
の
取
決
め
に
基
づ
い
た
場
合
に
も
「
神
の
与
え
た
」
君
主
の
地
位
に
関
し
て
は
何
も

変
わ
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
憲
法
は
革
命
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
が
国
家
形
態
や
政
府
形
態
の
問
題

に
つ
い
て
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
た
め
で
あ
）
89
（

る
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
の
諸
憲
法
の
中
に
も
、

情
報
請
求
を
求
め
て
、
時
と
し
て
政
府
の
構
成
員
ら
と
直
接
的
に
接
触
す
る
に
至
り
、
政
府
の
構
成
員
又
は
政
府
の
代
表
者
を
議
会
や
委

員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
萌
芽
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
へ
情
報
を
求
め
る
権
利
が
議
会
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
情
報
提
示
の
要
求
が
文
書
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
必
ず
し
も
大
臣
ら
本
人
の
出
席

に
至
る
わ
け
で
は
な
か
っ
）
90
（

た
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
一
八
三
三
年
の
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
＝
ジ
グ
マ
リ
ン
ゲ
ン
（H

ohenzollern-Sigm
aringen

）
憲
法
一
五
七
条
三
項

は
、「
委
員
は
、
…
…
諸
身
分
の
構
成
員
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
個
々
の
議
題
に
関
す
る
各
々
の
適
切
な
証
明
及
び
解
説
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
）
91
（
た
。
ま
た
、
ク
ー
ル
ヘ
ッ
セ
ン
憲
法
九
二
条
は
、
一
文
で
「
シ
ュ
テ
ン
デ
議
会
は
、
…
…
領
主
の
委
員

（landesherrlichen Kom
m
issaren

）
に
合
目
的
的
な
説
明
を
求
め
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定
し
た
う
え
で
、
二
文
に
お
い
て
、
大
臣
は

「
シ
ュ
テ
ン
デ
議
会
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
答
弁
を
自
ら
行
う
」
と
規
定
し
、
情
報
権
限
を
持
ち
か
つ
そ
の
情
報
提
供
の
義
務
を
負
う
者

を
大
臣
ら
に
限
定
し
）
92
（
た
。
さ
ら
に
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
（Sachsen-Altenburg

）
憲
法
二
三
三
条
三
文
も
、
法
律
案
の
修
正

等
の
際
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、「
君
主
の
委
員
の
呼
出
し
」
と
い
う
文
言
を
用
い

て
い
）
93
（
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
、
議
会
が
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
資
し
、
予
算
権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
政
府
を
強
力
に
統
制
し
う
る
性
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質
を
す
で
に
示
し
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
、
政
府
関
係
者
を
呼
び
出
す
権
利
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
）
94
（
る
。

2
　
出
席
権

　
こ
れ
に
対
し
、
出
席
権
は
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
領
邦
の
憲
法
に
お
い
て
明
文
で
採
用
さ
れ
、
そ
う
で
な
か
っ
た
領
邦
で
も
、
議
事
規
則

や
勅
令
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
憲
法
制
定
に
つ
き
諸
身
分
と
の
合
意
が
な
さ
れ
た
領
邦
で
は
、
こ
の
権
利
の
採
用
に

つ
い
て
、
諸
身
分
に
よ
っ
て
相
当
な
抵
抗
が
な
さ
れ
た
。
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
特
に
諸
身
分
と
国
王
と
の
論
争
が
起
こ
る
が
、
こ
れ

が
解
決
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
）
95
（

た
。
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
に
は
、
出
席
権
の
範
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期

に
は
、

―
前
憲
法
的
な
時
期
に
お
け
る
諸
身
分
の
よ
う
な

―
執
行
権
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
ず
に
議
会
で
討
議
を
行
お
う
と
い
う
議
会

側
の
努
力
が
あ
っ
た
が
た
め
に
、
政
府
側
の
議
会
へ
の
出
席
権
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
）
96
（
る
。

　
大
臣
の
出
席
権
が
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
八
一
八
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
Ⅶ
章
二
四

条
は
、「
大
臣
は
、
両
院
の
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
）
97
（

た
。
こ
の
時
点
で
は
、
出
席
権
を
有
し
て
い
た
の
は
大

臣
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
八
二
五
年
二
月
二
八
日
の
議
事
規
則
に
関
す
る
勅
令
に
よ
り
、
こ
れ
に
大
臣
以
外
の
参
加
を
認
め
る
と
い
う
補

足
が
加
え
ら
れ
）
98
（

た
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
、
一
八
一
九
年
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
が
、
大
臣
が
「
提
出
さ
れ
て
い
る
議
題

に
つ
き
特
別
に
取
り
扱
っ
た
、
又
は
そ
れ
に
つ
い
て
優
れ
た
知
識
を
有
し
て
い
る
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
」（
一
六
九
条
二
文
）
を
審
議
に

同
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
）
99
（

た
。
ま
た
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
七
六
条
は
、「
大
臣
並
び
に
国
の
内
閣
及
び
大
公
の
委
員
会
の

構
成
員
は
、
常
に
、
公
開
会
議
及
び
秘
密
会
議
の
際
に
各
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
規
定
し
て
お
）
100
（

り
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲

法
よ
り
も
広
く
出
席
権
者
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
他
、
ナ
ッ
サ
ウ
憲
法
二
条
二
項
及
び
四
項
や
ヘ
ッ
セ
ン
＝
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
憲
法
六

八
条
・
七
六
条
・
七
九
条
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
憲
法
五
条
の
三
号
か
ら
五
号
が
大
臣
や
公
務
員
の
出
席
権
を
規
定

し
て
い
た
。
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
出
席
権
は
、
一
般
に
政
府
と
議
会
と
の
間
の
連
係
の
兆
し
を
見
せ
、
議
会
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
律
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と
、
議
会
制
の
さ
ら
な
る
発
展
と
い
う
価
値
は
、
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
）
101
（
る
。
こ
の
他
に
同
様
に
進
展
を
見
せ
た

の
は
、「
領
邦
内
閣
の
構
成
員
は
、
表
決
の
際
及
び
秘
密
会
を
除
き
、
シ
ュ
テ
ン
デ
議
会
へ
の
自
由
な
出
席
権
を
持
つ
」
と
九
〇
条
三
文

が
規
定
し
た
ザ
ク
セ
ン
＝
コ
ー
ブ
ル
ク
＝
ザ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト
（Sachsen-Coburg-Saalfeld

）
憲
）
102
（
法
の
み
で
あ
っ
た
。

　
上
記
の
よ
う
に
、
大
臣
の
み
な
ら
ず
領
主
の
委
員
と
国
家
公
務
員
、
す
な
わ
ち
領
邦
君
主
の
代
理
者
に
も
出
席
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
、
ザ
ク

セ
ン
＝
ヒ
ル
ト
ブ
ル
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
＝
マ
イ
ニ
ン
ゲ
ン
（Sachsen-M

einingen

）、
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
、
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
な
い
し
ナ
ッ
サ
ウ
の
よ
う
に
、
事
例
ご
と
に
代
理
者
を
派
遣
す
る
と
し
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
リ
ッ
ペ
＝
デ
ト
モ
ル
ト

（Lippe-D
etm
old

）
や
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（Liechtenstein

）、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ブ
ル
ク
＝
ゾ
ン
ダ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
（Schw

arzburg-

Sondershausen

）、
な
い
し
ヘ
ッ
セ
ン
＝
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
代
理
者
を
指
名
す
る
も
の
も
あ
っ
）
103
（
た
。
こ
の
よ

う
に
、
領
邦
の
君
主
が
議
会
の
会
議
に
代
理
者
を
派
遣
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
出
席
権
は
な
お
明
文
で
領
邦
君
主
の
判
断
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
先
述
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ほ
か
、
バ
ー
デ
ン
の
憲
法
で
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出

席
権
が
大
臣
又
は
政
府
代
表
者
と
の
み
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
）
104
（
た
。
な
お
、
バ
ー
デ
ン
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

（H
olstein und Schlesw

ig

）、
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
＝
ジ
グ
マ
リ
ン
ゲ
ン
、
ナ
ッ
サ
ウ
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ザ
ク
セ
ン
＝
マ
イ

ニ
ン
ゲ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
＝
コ
ー
ブ
ル
ク
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヒ
ル
ト
ブ
ル
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
、
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
、
ザ
ク
セ
ン
で
は
、
出
席
権
を
有
す
る
者
が
表
決
に
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
）
105
（

ず
、
こ
れ
ら
の
諸
邦
の
諸
憲
法
が
な
ん
ら
か
の
場

合
に
議
会
の
秘
密
会
を
考
慮
し
て
い
た
場
合
は
、
議
会
の
諸
会
議
へ
参
加
す
る
権
利
は
原
則
的
に
無
制
限
と
さ
れ
て
い
）
106
（

た
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
本
会
議
の
場
合
で
あ
り
、
委
員
会
制
度
が
す
で
に
整
備
さ
れ
て
い
た
諸
邦
に
お
い
て
、
大
臣
ら
は
必
ず

し
も
委
員
会
へ
の
出
席
権
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
一
部
の
領
邦
に
は
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
の
代
表
者
も
領
主

の
代
表
者
も
所
属
し
た
混
合
委
員
会
（gem

ischte Com
m
issionen

）
が
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
政
府
代
表
者
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の
出
席
権
に
関
し
て
何
ら
か
問
題
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
か
っ
）
107
（
た
。
ま
た
上
述
し
た
よ
う
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
委
員
会
は
、
政
府
の
代
表

者
と
議
会
の
代
表
者
と
を
区
別
し
て
お
り
、
一
八
二
五
年
勅
令
に
よ
っ
て
、「
政
府
に
よ
っ
て
議
院
に
提
出
さ
れ
た
諸
法
案
」（
七
〇
条
）

に
関
係
す
る
諸
審
議
へ
の
無
制
限
の
出
席
権
が
政
府
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
＝
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

に
お
い
て
は
、「
委
員
団
（Com

m
issarius

）」
が
招
待
に
基
づ
い
て
の
み
、
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
（
憲
法
六
八
）
108
（
条
）。
ま
た
、

先
述
し
た
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
一
六
九
条
三
文
は
、
委
員
会
に
つ
い
て
は
よ
り
厳
格
に
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
明
示
的
な

招
待
が
あ
る
場
合
に
は
、
シ
ュ
テ
ン
デ
議
会
の
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
大
臣
に
参
加
権
が
与
え
ら
れ
」
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈡
　
三
月
革
命
以
降
の
展
開

　
以
下
で
は
、
三
月
革
命
か
ら
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
俯
瞰
す
る
。

1
　
草
案
・
憲
法
典
に
お
け
る
規
定

　
⑴
　
プ
ロ
イ
セ
ン

　
一
八
四
八
年
、
革
命
を
受
け
て
三
月
二
九
日
に
成
立
し
た
カ
ン
プ
ハ
ウ
ゼ
ン
と
ハ
ン
ゼ
マ
ン
の
内
閣
は
、
五
月
二
二
日
に
召
集
さ
れ
た

国
民
議
会
で
、
憲
法
草
案
を
示
し
）
109
（

た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
草
案
は
、
一
八
三
一
年
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
が
基
礎
と
さ
れ
た
た
め
、

大
部
分
が
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
三
三
条
・
三
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
出
席
権
と

並
ん
で
、
請
願
権
、
議
会
質
問
権
な
い
し
そ
の
他
の
統
制
権
・
情
報
権
か
ら
完
全
に
引
き
離
さ
れ
た
、
大
臣
を
議
会
へ
呼
び
出
す
こ
と
の

で
き
る
権
利
が
、
ド
イ
ツ
の
領
邦
の
憲
法
に
は
じ
め
て
規
格
化
さ
れ
た
の
で
あ
）
110
（
る
。
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ハ
ン
ゼ
マ
ン
草
案
三
三
条

大
臣
は
、
議
院
の
議
員
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
一
方
又
は
他
方
の
議
院
に
お
い
て
議
決
権
を
有
す
る
。
大
臣
は
、
各
議
院
へ
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
自
身
の
要
求
に
基
づ
い
て
発
言
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
議
院
は
、
大
臣
の
出
席
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
四
条

大
臣
は
、
議
院
の
諸
会
議
に
、
そ
の
際
に
大
臣
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
国
家
公
務
員
を
代
理
又
は
補
佐
と
し
て
派
遣
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
ま
た
、
こ
の
後
に
、
草
案
に
つ
い
て
の
審
査
・
審
議
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
国
民
議
会
の
委
員
会
は
、
委
員
会
草
案
を
編
纂
、
提
出
し

た
が
、
国
王
は
、
議
会
を
解
散
さ
せ
た
後
に
、
こ
の
委
員
会
草
案
に
基
づ
く
憲
法
（
一
八
四
八
年
憲
法
）
を
一
方
的
に
発
効
さ
せ
、
そ
れ

が
修
正
さ
れ
た
結
果
制
定
さ
れ
た
の
が
一
八
五
〇
年
憲
法
で
あ
る
。

一
八
五
〇
年
憲
法
六
〇
条

①  

大
臣
及
び
そ
の
代
理
者
と
し
て
選
ば
れ
た
国
家
公
務
員
は
、
各
議
院
へ
の
出
席
権
を
有
し
、
ま
た
、
そ
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
常
に
発
言
を
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
各
議
院
は
、
大
臣
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
大
臣
は
、
議
院
の
議
員
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
一
方
又
は
他
方
の
議
院
に
お
い
て
議
決
権
を
有
す
る
。

　
こ
の
規
定
は
、
委
員
会
草
案
の
五
三
条
、
四
八
年
憲
法
の
五
八
条
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
発
言
権
が
「
常
に
」
認
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
ハ
ン
ゼ
マ
ン
草
案
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
公
務
員
の
出
席
権
（「
ド
イ
ツ
の
異
）
111
（
形
」）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、

一
八
四
九
年
三
月
二
八
日
の
衆
議
院
の
議
事
規
則
は
、
四
〇
条
二
文
に
お
い
て
「
発
言
権
は
、
大
臣
又
は
そ
の
代
理
者
の
要
求
に
基
づ
き
、

補
佐
役
に
も
与
え
ら
れ
る
」
と
規
定
し
、
発
言
権
の
更
な
る
拡
大
を
意
図
し
て
い
た
。
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⑵
　
同
盟
／
連
合

　
ド
イ
ツ
全
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
最
初
に
召
喚
権
及
び
出
席
権
を
規
定
し
た
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
同
盟
議
会
の
十
七
人
委
員

会
が
起
草
し
た
「
十
七
人
委
員
会
草
案
」
で
あ
る
（
こ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
最
初
の
憲
法
草
案
が
提
出
さ
れ
る
ひ
と
月
ほ
ど
前
に
示
さ
れ
て
い
る
）。

十
七
人
委
員
会
草
案
二
一
）
112
（
条

ラ
イ
ヒ
大
臣
は
、
議
員
で
あ
る
と
き
は
、
一
方
又
は
他
方
の
議
院
に
お
い
て
、
議
決
権
を
有
す
る
。
大
臣
は
、
各
議
院
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
、
自
身
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
発
言
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
議
院
は
、
大
臣
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
言
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
模
範
と
な
っ
て
い
た
。
草
案
が
検
討
さ
れ
る
際
に
は
、
プ

ロ
イ
セ
ン
代
表
の
ダ
ー
ル
マ
ン
が
主
導
的
な
地
位
を
占
め
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
十
七
人
委
員
会
草
案
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
影
響
を
示
し
）
113
（

た
。

　
ま
た
、
四
八
年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
ド
イ
ツ
へ
の
臨
時
の
中
央
権
力
の
導
入
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
法
」
に
お
い
て
も
、
出
席
権
（
九

条
）
及
び
召
喚
権
（
一
〇
条
）
が
規
定
さ
れ
た
。

九
条

大
臣
は
、
国
民
議
会
の
審
議
に
参
加
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〇
条

大
臣
は
、
国
民
議
会
の
要
求
に
応
じ
て
、
議
会
に
出
席
し
、
情
報
を
公
開
す
る
義
務
を
負
う
。

　
こ
こ
で
は
、
聴
聞
し
た
い
と
い
う
議
会
側
の
要
求
が
、
出
席
及
び
情
報
公
開
の
要
求
に
転
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
出
席
権
及
び
発
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言
権
が
先
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
政
府
と
議
会
と
の
権
力
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
）
114
（
る
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
「
議
会
質
問
」
的
補
足
と
、「
情
報
を
公
開
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
議
員
も
行
う
大
臣
へ

の
質
問
に
つ
い
て
の
規
律
が
必
要
な
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
）
115
（
る
。

　
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
一
二
一
条

ラ
イ
ヒ
大
臣
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
両
院
の
審
議
に
参
加
し
、
常
に
そ
こ
で
発
言
す
る
権
利
を
有
す
る
。

一
二
二
条

ラ
イ
ヒ
大
臣
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
両
院
の
要
求
に
基
づ
い
て
議
院
に
出
席
し
、
及
び
情
報
を
公
開
し
又
は
情
報
を
公
開
で
き
な
い
理
由
を
示
す
義
務
を

有
す
る
。

　
こ
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
召
喚
権
と
出
席
権
の
規
定
は
、
十
七
人
委
員
会
草
案
の
規
定
と
「
臨
時
の
中
央
権
力
の
導
入
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ

法
」
の
規
定
の
形
態
と
共
通
し
て
い
た
。
召
喚
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
情
報
請
求
が
無
条
件
の
答
弁
義
務
を
課
す
の
か
と
い
う
問
題
が

残
っ
て
い
た
も
の
の
、
出
席
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
発
言
権
が
、
こ
こ
で
も
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
と
同
様
に
「
常
に
」
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
に
値
す
る
。
挿
入
さ
れ
た
「
常
に
」
の
文
言
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
と
手
を
結
ん
だ
中
小
諸
国
政
府
の
共
同

宣
言
に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
）
116
（
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
草
案
及
び
憲
法
に
お
け
る
出
席
権
の
主
体
は
大
臣
の
み
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
の
異

形
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
も
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
以
後
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
召
喚
権
と
出
席
権
の
制
度
が
規
定
さ
れ
た
の
は
、
一
八
四
九
年
の
い
わ
ゆ
る
エ
ア
フ
ル
ト
連
合
憲
法
の
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み
で
あ
っ
た
。
エ
ア
フ
ル
ト
憲
法
で
は
、
召
喚
権
の
規
定
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
を
文
字
通
り
そ
の
ま
ま
継
受
し
て
い
た
（
一
二
〇

条
）
の
に
対
し
、
出
席
権
は
「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
を
含
ん
で
い
た
（
一
一
九
）
117
（

条
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
権
利
は
、
ラ
イ
ヒ
大
臣
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
た
委
員
へ
も
同
様
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
連
合
憲
法
も
、
ほ
と
ん
ど
効
力
を
発
揮
し
な
か
っ
）
118
（
た
。

2
　
当
時
の
学
説

　
⑴
　
召
喚
権

　
通
例
、
大
臣
の
職
務
の
管
轄
に
属
し
て
い
る
議
題
に
関
す
る
説
明
を
求
め
る
可
能
性
は
、
議
会
の
召
喚
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
）
119
（

た
。
フ
プ

リ
ッ
ヒ
（Eduard H

ubrich
）
は
、
情
報
の
要
求
と
い
う
一
般
的
な
大
臣
の
責
任
義
務
（Verantw

ortungspflicht

）
に
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン

憲
法
八
一
条
や
九
九
条
、
一
〇
四
条
の
ケ
ー
ス
を
特
別
な
責
任
義
務
だ
と
し
た
う
え
で
、
前
者
を
貫
徹
す
る
た
め
の
法
的
手
段
が
召
喚
権

で
あ
り
、
後
者
を
貫
徹
す
る
た
め
の
法
的
手
段
が
各
条
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
手
段
（
予
算
の
拒
否
や
上
奏
な
ど
）
で
あ
る
と
し
て

い
）
120
（

た
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
必
要
な
説
明
を
与
え
よ
と
い
う
政
府
に
対
す
る
議
会
の
要
求
が
本
来
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
、
と
考
え
ず
、
憲
法
八
一
条
な
ど
の
よ
う
に
特
別
な
義
務
づ
け
の
根
拠
が
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
存
在
し
て
い
る
も
の

と
考
え
て
い
）
121
（

た
。

　
召
喚
権
の
内
容
に
関
し
て
は
、
フ
プ
リ
ッ
ヒ
が
の
ち
の
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
（G

erhard Ansch

）
122
（ütz

）
同
様
、
議
会
へ
の
出
席
を
「『
沈
黙
し

て
そ
の
場
に
座
っ
て
い
る
こ
と
』
で
は
な
く
『
討
論
に
参
加
す
る
こ
と
』
で
あ
る
」
と
解
釈
し
答
弁
義
務
を
肯
定
し
て
い
）
123
（

る
も
の
の
、
当

時
有
力
だ
っ
た
の
は
、
大
臣
は
答
弁
し
又
は
通
常
積
極
的
に
会
議
へ
参
加
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
、
す

な
わ
ち
、
六
〇
条
二
項
の
召
喚
権
は
、「
単
に
実
践
的
な
意
義
を
持
た
ず
に
消
極
的
な
協
力
を
強
制
す
る
規
）
124
（
定
」
と
し
て
価
値
が
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
125
（

た
。
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⑵
　
出
席
権

　
出
席
権
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
上
「
大
臣
及
び
そ
の
代
理
者
と
し
て
選
ば
れ
た
国
家
公
務
員
は
、
各
議
院
へ
の
出
席
権
を
有
」
す
る

（
六
〇
条
一
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
学
説
上
も
文
言
通
り

―
む
し
ろ
そ
れ
を
超
え
る
形
で

―
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ー
ン
ト
（Adolf Arndt

）
は
、「
国
家
公
務
員
」
と
い
う
文
言
に
つ
き
「
そ
の
補
佐
者
（Assistenten

）
も
」
含

む
と
、
ま
た
「
各
議
院
」
に
つ
き
各
委
員
会
や
各
部
会
（Abteilung

）、
秘
密
会
も
含
む
と
特
に
詳
述
す
る
こ
と
な
く
述
べ
て
い
）
126
（

る
。
後

述
す
る
よ
う
に
実
務
上
も
こ
の
よ
う
な
運
用
を
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
実
務
に
対
し
て
学
説
か
ら
の
批
判
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た

―
少
な
く
と
も
多
数
説
は
実
務
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

―
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
で
も
批
判
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ェ
ネ
（Ludw

ig von 

Rönne

）
は
、「
明
ら
か
に
特
権
的
に
考
慮
さ
れ
る
、
省
の
幹
部
や
事
務
官
も
議
院
に
対
し
て
責
任
あ
る
公
務
員
の
中
に
引
き
込
む
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
我
々
に
は
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
大
臣
と
同
様
の
責
任
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
公
務
員
に
、
そ
れ
で
も
な

お
大
臣
と
同
様
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
た
め
に
「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
は
「
大
臣
責
任
性

の
原
則
と
完
全
に
調
和
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
）
127
（
い
」
と
し
、
そ
れ
を
憲
法
上
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
反
対
し
て
い
た
。

3
　
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
展
開

　
⑴
　
召
喚
権

　
こ
の
時
期
に
は
じ
め
て
憲
法
上
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
召
喚
権
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
は
困
難
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
困
難

は
、
一
連
の
憲
法
紛
争
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
、
と
り
わ
け
、
一
八
六
三
年
は
じ
め
に
起
こ
っ
た
紛
争
は
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の

紛
争
は
、
ボ
ッ
ク
ム
＝
ド
ル
フ
ス
（Florens von Bockum

-D
olffs

）
衆
議
院
副
議
長
が
、
ロ
ー
ン
（Albrecht  von Roon

）
陸
軍
大
臣
の
発

言
を
遮
っ
た
、
同
年
五
月
一
一
日
の
議
会
に
お
い
て
最
高
潮
を
迎
え
た
。
政
府
は
憲
法
六
〇
条
一
項
（
議
事
規
則
四
〇
条
）
の
保
障
す
る
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権
利
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て
、
議
会
に
よ
っ
て
大
臣
の
発
言
を
遮
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
約
さ
れ
る
ま
で
、
衆
議

院
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
た
召
喚
に
応
じ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
、
と
主
張
し
）
128
（

た
。
衆
議
院
は
、
き
わ
め
て
断
固
と
し
て
そ
れ
に
対
抗
し
、
そ

の
点
に
つ
い
て
の
合
意
の
可
能
性
は
な
く
、
政
府
は
議
会
の
信
頼
を
失
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
当
然
の
帰
結
と
し
て
ま
ち
が
い
な
く
辞
職
し

又
は
国
王
か
ら
罷
免
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
表
明
し
た
。

　
し
か
し
国
王
も
、
議
院
内
閣
制
の
形
態
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
き
わ
め
て
強
く
対
抗
し
、
五
月
二
六
日
の
通
告

で
「
朕
の
大
臣
は
朕
の
信
頼
を
得
て
お
り
、
彼
ら
の
公
的
な
行
い
は
朕
の
同
意
の
も
と
な
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
朕
は
、
衆
議
院
が
憲

法
に
反
す
る
形
で
権
力
の
拡
大
を
も
く
ろ
む
こ
と
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
に
恩
を
感
じ
て
い
）
129
（

る
」
と
表
明
し
た
。

　
こ
の
争
い
の
結
果
、
九
月
二
日
に
衆
議
院
は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
加
え
て
、
劣
位
に
置
か
れ
た
衆
議
院
は
、
大
臣
の
弾
劾
と
い
う
立
憲

的
な
闘
争
手
段
を
用
い
て
さ
え
も
、
衆
議
院
の
も
つ
諸
権
利
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
、
好
ま
し
く
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
）
130
（
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
六
〇
条
の
価
値
は
、「
不
完
全
法
（lex im

perfecta

）」
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
）
131
（

る
。

　
⑵
　
出
席
権

　
こ
れ
に
対
し
て
、
出
席
権
（
及
び
発
言
権
）
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
、
そ
の
憲
法
理
解
に
つ
い
て
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
諸
邦

と
合
意
し
て
、
両
院
に
お
け
る
出
席
及
び
発
言
に
関
す
る
政
府
の
権
利
を
強
調
し
た
こ
と
で
、
憲
法
の
規
定
を
超
え
る
よ
う
な
形
で
運
用

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
出
席
権
に
関
す
る
「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
の
意
義
は
、
か
つ
て
は
、
大
臣
の
代
理
者
と
し
て
選
ば
れ
た
国
家

公
務
員
が
務
め
る
、
大
臣
の
補
佐
を
す
る
者
た
ち
に
も
（
本
会
議
へ
の
）
出
席
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
）
132
（

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

そ
れ
以
上
に
拡
大
し
、
当
時
の
議
事
規
）
133
（
則
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
議
会
の
各
「
委
員
会
な
い
し
部
会
」
に
も
、
ま
た
秘
密
会
に
さ
え
も
出
席

で
き
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
政
府
は
「
す
で
に
自
ら
の
利
害
の
中
に
あ
る
」
そ
の
憲
法
上
の
義
務
を
根
本
的
に
肯

定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
臣
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
〇
年
憲
法
六
〇
条
二
項
）
と
い
う
衆
議
院
の
権
利
は
軽
視
し
、
ビ
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ス
マ
ル
ク
は
、
議
会
の
会
議
へ
厳
格
な
形
で
参
加
す
る
大
臣
の
義
務
を
認
め
て
い
な
か
っ
）
134
（
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
有
力
説
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
上
記
の
憲
法
紛
争
に
お
け
る
問
題

―
議
長
が
、
表
向
き
議
長
に
与
え
ら
れ
て
い
る
懲
戒
権
限
を
引
き
合
い
に
出
し
て
彼
ら
の

発
言
を
遮
り
う
る
か
、
そ
し
て
彼
ら
に
対
し
て
議
会
慣
習
へ
従
え
と
い
う
指
示
が
な
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題

―
に
関
し
て
も
、
そ
の

答
え
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
）
135
（
り
、
発
言
権
も
出
席
権
同
様
、
絶
対
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

四
　
一
九
世
紀
初
・
中
期
の
召
喚
権
と
出
席
権

　
こ
こ
ま
で
、
一
九
世
紀
初
・
中
期

―
立
憲
主
義
の
始
ま
り
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
ま
で
の
時
期

―
に
お
け
る
立
憲
体
制
の

進
展
、
そ
し
て
召
喚
権
と
出
席
権
の
展
開
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
召
喚
権
と
出
席
権
に
つ
い
て
、
マ
イ
ヤ
ー

（H
einz-W

ilhelm
 M
eier

）
と
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ト
（G

ert Schönfeld

）
と
い
う
二
人
の
論
者
の
分
析
を
参
考
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
マ
イ
ヤ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
）
136
（
る
。

　〔
召
喚
権
及
び
出
席
権
は
〕
絶
対
主
義
を
徐
々
に
克
服
す
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
そ
し
て
立
憲
国
家
に
お
け
る
権
力
分
立
の
原
理
に
従
っ
た
国
権

の
体
制
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
観
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
主
義
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
が
ひ
と
つ
に
集
中
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ま
や
執
行
権
と
立
法
権
の
分
離
に
よ
り
、
変
化
さ
せ
ら
れ
た
政
治
的
な
権
力
の
分
配
に
よ
っ
て
も
ま
た
同
様
に
、
と
り
わ
け
立
憲
国
家
で
の
立
法
や

租
税
承
認
、
予
算
権
の
よ
う
な
領
域
に
つ
い
て
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
必
要
不
可
欠
な
連
係
を
可
能
に
す
る
と
い
う
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
制
度
の
創
設
を
必
要
と
す
る
。
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そ
の
う
え
で
、
権
力
分
立
が
も
っ
と
も
顕
著
に
表
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
れ
ら
の
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
召
喚
権
及
び
出

席
権
が
、
執
行
と
立
法
の
「
分
離
に
続
い
て
起
こ
る
不
可
避
の
現
象
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
、
こ
れ

ら
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
国
家
特
有
の
現
出
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、「
君
主
ら
の
強
力
な
地
位
の
考
慮
の
も
と

で
、
立
憲
主
義
に
よ
っ
て
君
主
ら
の
諸
権
利
が
制
限
さ
れ
絶
対
主
義
が
克
服
さ
れ
た
後
で
も
同
様
に
」、
そ
し
て
「
権
力
分
立
原
理
に
直

接
的
に
反
し
た
現
出
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

　
領
邦
の
君
主
は
、
大
臣
及
び
そ
の
代
表
者
の
任
命
と
解
任
を
自
由
に
決
定
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
、
自
身
の
大
臣
や
そ
の
他
の
国
家
公

務
員
を
通
じ
て
、
議
会
に
対
し
自
身
の
見
解
及
び
利
益
を
常
に
有
効
的
に
働
か
せ
る
（
特
権
的
発
言
）
137
（

権
）
こ
と
が
で
き
る
地
位
が
自
ら
に

あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
召
喚
権
及
び
出
席
権
に
よ
っ
て
は
、
領
邦
君
主
が
期
待
す
る
利
益
の
み
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
）
138
（
た
。

政
府
と
議
会
の
協
働
の
体
制
が
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
、
両
機
関
の
安
定
し
た
連
係
の
存
在
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
連
係
に

は
、
ド
イ
ツ
以
前
に
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
実
定
法
上
の
規
律
を
欠
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
召
喚
権
と
不
信
任
決
議
が

発
展
し
た
よ
う
に
、
政
府
が
議
会
に
よ
る
実
効
的
な
統
制
に
服
す
る
と
い
う
意
味
で
価
値
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
決
定
的
に
影
響
し

た
の
は
、
議
会
内
多
数
派
に
依
拠
し
な
い
政
府
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
議
会
の
自
己
理
解
と
、
個
々
の
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
立
憲
的
闘

争
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
）
139
（
う
。
と
も
か
く
、
元
来
出
席
権
は
君
主
（
政
府
）
の
利
益
と
な
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
し

実
際
に
は
議
会
側
の
利
益
に
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
出
席
権
は
、
大
臣
及
び
そ
の
代
理
者
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
に
国
家
公
務
員
の
多
数
に
も
認
め
ら
れ
た
と
い
う
点
で
（「
ド
イ
ツ
の
異
形
」）、
議
院
内
閣
制
の
成
立
過
程
と
矛
盾
し
て
い
）
140
（
る
。
他
方

で
、「
大
臣
責
任
性
」
の
拡
大
は
、
こ
う
し
た
君
主
側
に
つ
く
人
物
の
範
囲
の
拡
大

―
大
臣
以
外
の
公
務
員
も
含
ま
れ
た
と
い
う
こ

と

―
と
同
時
に
現
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
「
立
憲
的
大
臣
責
任
性
」
の
も
っ
て
い
た
不
鮮
明
な
輪
郭
は
、
政
府
活
動
に
つ
い
て
の
責
任
の

限
界
線
に
よ
っ
て
消
し
去
ら
れ
、
公
務
員
責
任
性
は
、（
十
分
と
さ
れ
た
が
）
実
際
に
は
意
味
の
あ
る
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
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う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ト
は
、
出
席
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
、
執
行
権
が
制
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ド
イ

ツ
の
君
主
の
領
邦
議
会
に
対
す
る
譲
歩
と
し
て
、
拡
大
さ
れ
た
責
任
性
が
解
釈
さ
れ
る
の
だ
と
す
）
141
（

る
。

　
ま
た
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
諸
憲
法
が
、
出
席
権
（
及
び
発
言
権
）

―
こ
れ
ら
は
政
治
的
な
大
臣
責
任
性
の

発
展
と
、
そ
れ
に
よ
る
議
院
内
閣
制
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る

―
の
制
度
を
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
大
臣
と
そ

の
他
の
公
務
員
と
を
明
確
に
区
別
し
た
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
す
な
わ
ち
「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
が
現
れ
た
た
め
に
、

議
会
は
、
大
臣
の
み
で
は
な
く
、（
君
主
の
）
公
務
員
全
員
と
対
立
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
対
立
が
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
議
院
内
閣
制
の
発
展
及
び
達
成
を
さ
ら
に
妨
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
に
推
測
さ
れ
る
の
だ
と
い
）
142
（

う
。
と
い
う
の
も
、
大
臣
の

責
任
性
を
現
実
化
す
る
こ
と
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
、
出
席
権
及
び
発
言
権
の
大
臣
の
み
へ
の
限
定
が
、「
ド
イ
ツ
の
異
形
」

の
結
果
と
し
て
欠
落
し
た
か
ら
で
あ
）
143
（

る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
後
世
の
論
者
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
の
よ

う
に
、
ロ
ェ
ネ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
の
採
用
に
つ
い
て
、
責
任
性
の
観
点
か
ら
当
時
に
お
い
て
も
反
対
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
大
臣
責
任
性
は
、
大
臣
と
議
会
と
の
実
際
的
な
結
び
つ
き
を
強
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
）
144
（
た
が
、
そ
れ
は
、
議
院
議
席
の
両
立
性
や
出
席

権
及
び
発
言
権
と
並
ん
で
、

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た

―
漸
次
的
な
議
会
に
対
す
る
政
府
の
従
属
関
係
の
成
立
へ
至
る
当

然
の
開
始
点
を
示
）
145
（
し
、
議
会
に
由
来
す
る
こ
の
従
属
関
係
の
「
現
実
化
」
に
基
づ
く
大
臣
責
任
性
は
、
本
質
的
な
政
治
的
概
念
で
あ
る
と

さ
れ
）
146
（
る
。
一
方
で
、（
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
）
君
主
権
限
が
強
大
な
ま
ま
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
立
憲
的
な
統
治
体
制
の
現
出
を
め
ざ

し
た
人
々
は
、
予
算
承
認
権
を
含
め
た
無
制
限
の
立
法
権
限
の
獲
得
を
め
ざ
し
た
が
、
政
府
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
予
算
の
拒
否
な
ど
が

用
い
ら
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
大
臣
責
任
性
を
政
治
的
に
有
効
な
手
段
と
し
て
用
い
よ
う
と
は
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
議
院
内

閣
制
の
採
用
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
）
147
（

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
君
主
権
限
の
強
さ
が
こ
こ
で
も
大

き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
召
喚
権
と
い
う
制
度
の
採
用
は
、
議
会
に
お
い
て
、
政
府
の
代
表
者
ら
と
の
接
触
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
独
断

で
政
府
と
の
話
し
合
い
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
、
議
会
の
増
幅
さ
れ
た
利
害
の
表
れ
と
し
て
も
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
マ
イ
ヤ
ー
は
指
摘
す
）
148
（
る
。
畢
竟
、
召
喚
権
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
召
喚
権
は
全
面
的
に
議
会
の
利
益
と
な
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、
一
七
九
五
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
一
八
三
一
年
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
お
け
る
両
制
度
の
規
定
の
さ
れ
方
に
鑑
み

れ
ば
、
政
府
構
成
員
ら
の
呼
出
し
は
、
出
席
権
と
対
を
な
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
の
だ
と
い
）
149
（
う
。

　
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
出
席
権
や
召
喚
権
と
い
う
制
度
は
、
分
離
し
た
立
法
と
執
行
、
す
な
わ
ち
議
会
と
政
府
の
協
働
を
生
み
出
す
制
度
で

あ
る
。
程
度
の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
正
し
い
だ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
立
憲
化
の
進
展
と
、
召
喚
権
及
び
出
席
権
の
展
開
を
あ
わ

せ
て
確
認
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
ま
ず
出
席
権
が
、
遅
れ
て
召
喚
権
が
誕
生
し
た
。
出
席
権
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
諸
邦
の
憲
法
に
規

定
さ
れ
た
が
、
執
行
権
に
監
視
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
議
会
の
努
力
に
よ
り
、
必
ず
し
も
容
易
に
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
政
府
側
が
議
会
を
監
視
す
る
た
め
の
一
種
の
武
器
と
し
て
出
席
権
が
規
定
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
召
喚
権
は

議
会
側
の
政
府
に
対
す
る
情
報
請
求
権
に
端
を
発
し
、
政
府
代
表
者
か
ら
議
会
に
お
い
て
そ
の
情
報
を
提
示
さ
せ
る
、
と
い
う
部
分
が
発

展
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
情
報
請
求
権
は
、
ま
さ
に
情
報
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
予
算
権
と
の
関
係
で
政

府
を
強
力
に
統
制
し
う
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
一
九
世
紀
の
初
頭
に
は
独
立
し
た
形
で
の
召
喚
権
は
明
文
で
規
定
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

召
喚
権
も
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
う
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
現
実
か
ら
、
そ
し
て
憲
法
典
に
召
喚
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権
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
政
府
側
は
そ
れ
を
軽
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
理
解
は
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
召
喚
権
は
議
会
の
政
府
に
対
す
る
武
器
、
い
わ
ば
対
抗
権
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
現
実
に
は
、
政
府
権
力
の

強
さ
ゆ
え
に
こ
の
時
期
に
は
実
質
的
な
機
能
を
有
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
）。

　
そ
し
て
、
召
喚
権
と
出
席
権
の
存
在
は
、
二
〇
世
紀
に
議
院
内
閣
制
が
実
現
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
礎
と
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
一
九

世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
絶
対
主
義
の
克
服
の
た
め
に
立
憲
的
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
革
命
が
起

こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
と
は
異
な
り
、
そ
し
て
一
八
四
八
年
に
革
命
が
起
こ
っ
た
後
で
さ
え
も
、
ド
イ
ツ
で
は
君
主
が
非
常
に
大

き
な
存
在
と
し
て
残
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
（
諸
邦
）
に
お
い
て
は
議
院
内
閣
制
の
実
現
は
叶
わ
ず
、
立
憲
君
主
制
が
実

現
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
規
定
さ
れ
た
出
席
権
に
は
、「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
代
表
者

の
責
任
を
曖
昧
に
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
こ
の
時
期
に
、
議
院
内
閣
制
に
向
け
た
ひ
と
つ
の
動
き
が
こ
れ
以
上
の
進
展
を
み
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
出
席
権
や
召
喚
権
は
、
本
来
的
に
は
政
府
と
議
会
の
連
係
を
促
進
す
る
一
因
と
な
る
も
の
で
あ
っ
）
150
（
た
（
そ
し
て
そ
の

連
係
は
協
働
に
つ
な
が
り
、
議
会
が
政
府
を
実
効
的
な
統
制
下
に
置
き
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
し
、「
ド
イ
ツ
の
異
形
」
に
よ
り
限
定
的
だ
っ

た
と
は
い
え
政
治
的
責
任
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
召
喚
権
が
政
府
へ
の
対
抗
権
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
召
喚
権
は
議
会
主
義
を
進
め
る
た
め
の
さ
ら
な
る
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
機
能
し
う
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

パ
ウ
ロ
教
会
に
お
い
て
は
「
議
会
と
皇
帝
の
個
々
の
権
利
と
対
抗
権
と
の
多
様
な
共
演
」
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
君
主
と
国
民
と
の
間

の
同
権
の
原
理
を
で
き
る
だ
け
徹
底
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
、
三
月
前
期
の
君
主
制
原
理
の
優
位
と
完
成
し
た
議
会
主
義
に
お
け
る
国
民

代
表
の
優
位
と
の
中
間
を
追
及
す
る
規
範
的
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
）
151
（
る
。
国
民
代
表
優
位
の
状
態
で
あ
る
「
完
成
し
た
議
会

主
義
」
の
先
に
議
院
内
閣
制
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
召
喚
権
に
は
議
院
内
閣
制
へ
と
導
く
さ
ら
な
る
効
果
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
召
喚
権
や
出
席
権
に
よ
っ
て
政
府
と
議
会
の
連
係
が
生
じ
、
も
っ
て
議
院
内
閣
制
に
必
須
で
あ
る
政
府
と
議
会
と
の
協
働
へ
の
基
礎
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と
な
り
、
そ
し
て
政
府
構
成
員
の
政
治
的
責
任
が
現
れ
、
政
府
が
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
形
態
で
あ
る
議
院
内
閣
制
を
実
現
す
る
や

は
り
基
礎
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
と
議
会
と
の
協
働
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
点
と
、
大
臣
の
政
治
的
責
任
性
を
生
み
出
す
と
い

う
点

―
そ
し
て
召
喚
権
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
議
会
主
義
を
推
し
進
め
る
と
い
う
点

―
か
ら
、
召
喚
権
と
出
席
権
は
議
院
内
閣
制
の
基

礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
立
憲
君
主
制
下
に
お
い
て
、
召
喚
権
や
出
席
権
が
議
院
内
閣
制
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

他
方
で
、
召
喚
権
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
や
基
本
法
下

―
す
な
わ
ち
議
院
内
閣
制
下

―
の
ド
イ
ツ
で
は
長
く
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
も
あ
）
152
（

る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
ま
で
踏
み
込
ん
で
行
う
余
裕
は
な
い
。
こ
れ
以
上
の
検
討
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

植
松
健
一
「
議
会
の
口
頭
質
問
と
閣
僚
の
出
席
義
務
」
立
命
館
法
学
三
九
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
。

（
2
）  

浦
田
賢
治
＝
大
須
賀
明
編
『
新
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
2 

国
民
の
権
利
及
び
義
務
⑵
・
国
会
』（
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
）
四

七
三
頁
〔
岩
間
昭
道
執
筆
〕。

（
3
）  

樋
口
陽
一
ほ
か
『
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
〇
〇
頁
〔
樋
口
執
筆
〕。

（
4
）  

六
三
条
に
触
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
植
松
・
前
掲
注
（
1
）
の
ほ
か
、
白
井
誠
「
憲
法
政
治
の
循
環
性
を
め
ぐ
っ
て
」
大
石
眞
還
暦
『
憲
法

改
革
の
理
念
と
展
開 

上
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
六
五
八
頁
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
前
者
は
ド
イ
ツ
基
本
法
四
三
条
と
質
問
制
度
と
の
関
係

を
主
と
し
て
扱
う
も
の
で
、
ま
た
後
者
で
も
、
主
た
る
検
討
対
象
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
5
）  

た
と
え
ば
、
国
会
実
務
や
国
会
法
に
詳
し
い
白
井
誠
は
、
出
席
に
関
す
る
先
例
に
つ
い
て
も
出
席
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
、

と
し
て
い
る
（
白
井
誠
『
国
会
法
』〔
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
〕
八
三
頁
脚
注
一
七
）。
な
お
、
参
議
院
先
例
は
「
国
務
大
臣
の
本
会
議
出
席
全
般

に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
い
る
」（
同
）
が
、
義
務
に
つ
い
て
は
や
は
り
判
然
と
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
参
議
院
先
例
三
四
六
以
下
参
照
）。

（
6
）  

ド
イ
ツ
で
は
“Zitierrecht

”や
“Zitierungsrecht

”あ
る
い
は
“Herbeirufungsrecht

”な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
訳
語
に
つ
い
て
は

「（
大
臣
）
出
席
要
求
権
」（
大
石
眞
「
憲
法
問
題
と
し
て
の
国
会
制
度
」
同
『
憲
法
秩
序
へ
の
展
望
』〔
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
〕
一
六
三
頁
）
と
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す
る
も
の
も
あ
る
が
、
吉
田
栄
司
『
憲
法
的
責
任
追
及
制
論
Ⅰ
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
三
二
三
頁
は
「
召
喚
権
」、
植
松
は
「
大

臣
召
喚
権
」
と
記
述
し
て
お
り
（「『
出
席
要
求
権
』
で
は
請
求
の
主
客
が
混
乱
す
る
」
と
の
理
由
。
植
松
・
前
掲
注
（
1
）
四
〇
頁
脚
注
一
九
参

照
）、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
単
に
「
召
喚
権
」
と
す
る
。

（
7
）  
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
立
憲
君
主
制
」
は
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
（
て
お
り
議
会
も
存
在
し
）
て
い
る
が
大
臣
が
君
主
に
任
命
さ
れ
政
府
が
議
会

の
信
任
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
君
主
の
政
府
」
と
し
て
存
在
す
る
体
制
を
指
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、「
立
憲
君
主
制
」
に
対
し
て
、
君
主

が
存
在
す
る
も
の
の
政
府
が
「
議
会
の
政
府
」
で
あ
る
体
制
は
「
議
会
君
主
制
（parlam

entarische M
onarchie

）」
と
し
て
区
別
さ
れ
る
（
イ

ギ
リ
ス
の
よ
う
な
君
主
が
存
在
す
る
体
制
で
の
議
院
内
閣
制
は
こ
ち
ら
に
含
ま
れ
る
）。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
「
立
憲

君
主
制
」
と
「
議
院
内
閣
制
」
は
両
立
し
え
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。V

gl. Ernst-W
olfgang Böckenförde, D

er deutsche 
Typ der konstitutionellen M

onarchie im
 19. Jahrhundert, in: hrsg. von W

erner Conze, Beiträge zur deutschen und belgischen 
Verfassungsgeschichte im

 19. Jahrhundert, 1967, S. 78.

（
8
）  

こ
れ
ら
の
制
度
は
、
議
院
内
閣
制
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
（
と
さ
れ
る
）
諸
国
で
も
、
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
（
憲
法

上
）
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
内
閣
制
を
分
析
す
る
上
で
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
分
析
や
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
る

分
類
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
9
）  

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
憲
法
史
に
つ
い
て
の
研
究
は
わ
が
国
に
も
多
く
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
特
に
参
考
と
し
た
も
の
と
し
て
、
栗
城
壽
夫
『
ド

イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
。
以
下
「
栗
城
①
」
と
略
記
）、
栗
城
壽
夫
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』

（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
。
以
下
「
栗
城
②
」
と
略
記
）、
渡
辺
重
範
『
ド
イ
ツ
近
代
選
挙
制
度
史
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、
小
林
孝
輔
『
ド

イ
ツ
憲
法
小
史
』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
近
代
憲
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
）、
豊
田
悦
夫
「
ド
イ
ツ

議
院
内
閣
制
の
歴
史
的
考
察
」
法
学
論
叢
六
四
巻
二
号
（
一
九
五
八
年
）
七
八
頁
を
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
文
献
を
翻
訳
し
た
も
の
と
し
て
、
特
に

ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
（
小
林
孝
輔
訳
）「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
府
と
議
会
」
青
山
法
学
論
集
一
四
巻
三
号
（
一
九
七
二
年
）
一
〇

九
頁
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
成
瀬
治
＝
坂
井
栄
八
郎
訳
）『
ド
イ
ツ
国
制
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（
阿
部
照
哉
＝
村
上
義
弘
訳
）『
憲
法
論
〔
新
装
版
〕』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
八
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
10
）  H

einz-W
ilhelm

 M
eier, Zitier- und Zutrittsrecht im

 parlam
entarischen Regierungssystem

, 1982, S. 32.

（
11
）  Ernst Rudolf H

uber, D
okum

ente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1, 1961, N
r. 29.

（
12
）  Ernst Forsthoff, D

eutsche Verfassungsgeschichte der N
euzeit, 4. Aufl., 1972, S. 87.
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（
13
）  

形
式
上
、
ド
イ
ツ
同
盟
は
国
家
連
合
で
は
な
く
、
君
主
と
都
市
の
連
合
で
あ
る
。
小
林
・
前
掲
注
（
9
）
一
〇
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
14
）  

こ
の
“Verfassung

“を
「
憲
法
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
は
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

「
体
制
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
15
）  G

erhard A
nschütz, D

ie Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom
 31. Januar 1850, Bd. 1, 1912, S. 7 ff; Ernst  

Rudolf H
uber, D

eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 1, 2. Aufl., 1967, S. 641.

（
16
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 641. 

（
17
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 34.

（
18
）  Friedrich G

lum
, D
as parlam

entarische Regierungssystem
 in D

eutschland, G
roßbritannien und Frankreich, 2. Aufl., 1965, S. 

52.

（
19
）  

山
田
・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
頁
以
下
も
参
照
。
な
お
、
ド
イ
ツ
と
い
う
エ
リ
ア
の
中
で
は
じ
め
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
は
、
一
八
〇
七
年
一
一
月

一
五
日
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国
憲
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
チ
ル
ジ
ッ
ト
条
約
で
フ
ラ
ン
ス
に
処
分
が
委
ね
ら
れ
た
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
領
に
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
建
国
し
た
国
家
で
あ
り
、
一
八
一
三
年
に
は
崩
壊
し
て
い
る
（
山
田
・
前
掲
注
（
9
）
六
頁
）。

（
20
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 15

）, S.  317.

（
21
）  

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
・
前
掲
注
（
9
）
二
八
三
頁
。

（
22
）  

第
三
編
一
条
で
「
主
権
は
単
一
、
不
可
分
、
不
可
譲
で
あ
り
且
つ
時
効
に
か
か
ら
な
い
。
主
権
は
国
民
（N

ation

）
に
属
す
る
。
人
民
（Peuple

）

の
い
か
な
る
部
分
（section

）
も
、
い
か
な
る
個
人
も
主
権
の
行
使
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
二
条
一
項
で
「
す
べ
て
の

権
力
は
国
民
に
の
み
由
来
す
る
が
、
国
民
は
代
表
者
を
通
じ
て
の
み
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
訳
は
中
村
義
孝
編

訳
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
頁
に
よ
っ
た
。

（
23
）  

た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲
法
制
定
者
の
意
図
に
反
し
て
、
一
八
一
四
年
以
降
次
第
に
、
議
院
内
閣
制
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

V
gl. G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 29.

（
24
）  

た
だ
し
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
（M

ecklenburg-Schw
erin

）
と
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
シ
ュ
ト
レ
ー
リ
ッ
ツ
（M

ecklenburg-
Strelitz

） 

の
二
国
は
、
旧
身
分
制
議
会
の
、
相
続
協
定
（Erbvergleich
）
と
呼
ば
れ
る
、
一
七
五
五
年
に
結
ば
れ
た
貴
族
の
特
権
を
保
障
す
る

協
定
に
基
づ
く
体
制
が
一
九
一
八
年
ま
で
続
い
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。V

gl. Ernst Rudolf H
uber, 

D
eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 2, 2. Aufl., 1968, S. 541 ff.; Ernst Rudolf H

uber, D
eutsche Verfassungsgeschich-
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te seit 1789, Bd. 3, 2. Aufl., 1970, S. 220 ff.; Ernst Rudolf H
uber, D

eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4, 1969, S. 
422 ff.

（
25
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
は
、
四
条
で
「
領
邦
の
政
府
は
、
…
…
大
公
の
家
系
に
お
い
て
世
襲
さ
れ
る
」、
五
条
で
「
大
公
は
、
国
家
権
力

の
す
べ
て
を
掌
握
し
、
こ
の
憲
法
典
の
中
に
置
か
れ
た
規
定
の
下
で
こ
れ
を
行
使
す
る
」（
一
項
）、「
大
公
は
、
神
聖
か
つ
不
可
侵
で
あ
る
」（
二

項
）
と
規
定
す
る
。

（
26
）  
た
と
え
ば
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
五
七
条
一
項
は
、「
国
王
は
、
枢
密
院
の
構
成
員
の
任
命
及
び
罷
免
に
関
し
、
自
身
で
自
由
に
決
定
す

る
」
と
規
定
す
る
。

（
27
）  

ナ
ッ
サ
ウ
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
バ
ー
デ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
ヘ
ッ
セ
ン
＝
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
五
国
。V

gl. M
eier, a. a. O. 

（Anm
. 10

）, S. 36.

（
28
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 341 f.

（
29
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 36.

（
30
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 341.

（
31
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 36; H
uber, a. a. O. （Anm

. 15

）, S. 342.

（
32
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 341.

（
33
）  

た
と
え
ば
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ヴ
ァ
イ
マ
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
憲
法
六
七
条
は
「
す
べ
て
の
議
員
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
」
る
と
す
る
。
全
人
民
の
代

表
性
に
つ
い
て
は
、
二
院
制
を
採
用
し
た
諸
邦
で
も
同
様
の
規
定
が
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
一
五
五
条
一
項
は
、「
選
挙

さ
れ
た
者
は
、
個
々
の
選
挙
区
の
代
表
で
は
な
く
、
領
邦
全
域
の
代
表
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
34
）  

た
と
え
ば
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
一
五
五
条
二
項
は
、「
シ
ュ
テ
ン
デ
の
会
議
に
お
け
る
将
来
の
表
決
を
拘
束
す
る
い
か
な
る
命
令
も
議

員
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
」
と
規
定
す
る
。

（
35
）  Robert Scheyhing, D

eutsche Verfassungsgeschichte der N
euzeit, 1968, S. 120 f.

（
36
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
四
二
条
は
、「
大
公
は
、
シ
ュ
テ
ン
デ
を
召
集
し
、
停
会
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

て
い
た
。
議
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
バ
ー
デ
ン
憲
法
四
六
条
は
「
シ
ュ
テ
ン
デ
の
会
議
は
二
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（m
uß...stattfinden

）」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
は
一
二
七
条
一
項
で
「
国
王
は
、
三
年
ご
と
に
シ
ュ
テ
ン

デ
の
会
議
（
領
邦
議
会
）
を
召
集
す
る
だ
ろ
う
（w

ird...einberufen

）」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
義
務
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
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の
で
は
な
か
っ
た
。

（
37
）  

た
と
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
Ⅶ
章
一
九
条
は
、「
シ
ュ
テ
ン
デ
は
、
彼
ら
の
活
動
領
域
に
属
す
る
す
べ
て
の
主
題
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国

王
に
共
通
の
請
願
及
び
提
案
を
、
適
当
な
形
式
で
申
し
立
て
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
38
）  Forsthoff, a. a. O. （Anm

. 12

）, S. 107.
（
39
）  
た
と
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
Ⅶ
章
二
条
は
「
王
国
の
シ
ュ
テ
ン
デ
の
…
…
同
意
な
く
し
て
、
個
人
の
自
由
又
は
国
家
構
成
員
の
財
産
に
関
係

す
る
一
般
的
な
新
法
を
公
布
す
る
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
、
同
Ⅹ
章
七
条
一
項
は
、「
シ
ュ
テ
ン
デ
の
同
意
な
く
し
て
、
憲
法
典
の
規
定
を
改
正

し
又
は
追
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
40
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
五
六
条
は
「
シ
ュ
テ
ン
デ
は
、
予
算
の
承
認
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。

（
41
）  M

eier, a. a. O. 
（Anm

. 10

）, S. 37.

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
一
一
二
条
は
、「
シ
ュ
テ
ン
デ
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
承
認

さ
れ
た
主
た
る
国
家
予
算
（H

aupt-Etat

）
は
、
通
常
三
年
間
に
わ
た
っ
て
有
効
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
そ
れ
以
前
に
も
ナ
ッ
サ
ウ
憲
法
二
条
三

号
が
「
臣
民
か
ら
納
め
ら
れ
た
直
接
税
及
び
間
接
税
は
す
べ
て
、
…
…
ラ
ン
ト
シ
ュ
テ
ン
デ
の
多
数
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
42
）  

た
と
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
は
Ⅶ
章
四
条
で
、
シ
ュ
テ
ン
デ
は
そ
の
租
税
承
認
（
三
条
）
の
た
め
に
予
算
の
概
要
を
提
示
さ
れ
る
旨
、
同
章

一
〇
条
で
、
シ
ュ
テ
ン
デ
は
国
家
歳
入
に
つ
い
て
の
正
確
な
使
途
証
明
を
提
示
さ
れ
る
旨
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。

（
43
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
で
は
六
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 38.

（
45
）  H

ans Ritter von Frisch, D
ie Verantw

ortlichkeit der M
onarchen und höchsten M

agistrate, 1904, S. 21, und S. 32 ff..

（
46
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 38.

（
47
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 11

）, N
r. 31 -33.

（
48
）  H
uber, a. a. O. （Anm

. 15

）, S. 732 ff.

（
49
）  

渡
辺
・
前
掲
注
（
9
）
一
七
頁
。
た
だ
し
上
記
の
よ
う
に
、
大
半
の
領
邦
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

（
50
）  W

iener Schlußakte Art. 54 ff.; H
uber, a. a. O. （Anm

. 11

）, N
r. 30.

（
51
）  

バ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
、
栗
城
①
・
前
掲
注
（
9
）
二
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
52
）  

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
・
前
掲
注
（
9
）
三
五
一
頁
。
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（
53
）  

以
下
、
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
・
前
掲
注
（
9
）
三
五
五
頁
以
下
、H

uber, a. a. O. （Anm
. 24, Bd. 2

）, S. 571 ff, 724 ff.

を
参
照
。

（
54
）  A

nschütz, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 37.
（
55
）  

以
上
に
つ
い
て
、
山
田
・
前
掲
注
（
9
）
三
二
頁
以
下
。

（
56
）  O

tto H
intze, D

as preußische Staatsm
inisterium

 im
 19. Jahrhundert, in: hrsg. von G

erhard O
estreich, Regierung und  

Verw
altung, 1967, S. 599 f..

（
57
）  V

gl. H
uber, a. a. O. （Anm

. 24, Bd. 3

）, S. 305 ff..

（
58
）  

詳
し
く
は
、
吉
田
善
明
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
算
概
念
お
よ
び
予
算
制
定
過
程
の
問
題
性
」
法
律
論
叢
四
一
巻
四
・
五
・
六
号
（
一
九
六
八

年
）
三
四
四
頁
以
下
参
照
。
お
よ
そ
民
主
的
と
は
い
え
な
い
こ
の
理
論
は
、
の
ち
に
学
説
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
59
）  G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 59.

（
60
）  G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 53.

（
61
）  

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
・
前
掲
注
（
9
）
二
五
七
頁
。

（
62
）  

十
七
人
委
員
会
に
つ
い
て
は
、H

uber, a. a. O. （Anm
. 24, Bd. 2

）, S. 767 ff..

（
63
）  Vom

 28. Juni 1848, H
uber, A. a. O. （Anm

. 11

）, N
r. 82.

こ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヨ
ハ
ン
大
公
を
ド
イ
ツ
帝
国
の
代
表
者
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
諸
邦
の
合
意
を
得
ず
に
制
定
し
た
た
め
、
当
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
も
異
議
を
受
け
、
実
効
的
な
力
は
持
た
な
か
っ
た
。
参
照
、

山
田
・
前
掲
注
（
9
）
一
六
頁
。

（
64
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 24, Bd. 2

）, S. 596.

（
65
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 73.

（
66
）  

国
民
主
権
を
規
範
化
す
る
動
議
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
国
民
主
権
を
求
め
る
動
き
自
体
は
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
国
民
主
権
が
貫
徹
で
き

な
い
こ
と
は
当
時
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。Vgl. Jorg-D

etlef Kühne, D
ie Reichsverfassung der Paulskirche, 2. überarbeitete 

und um
 ein N

achw
ort ergänze Auflage, Luchterhand, 1998, S.  577.

（
67
）  

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
・
前
掲
注
（
9
）
二
六
五
頁
。

（
68
）  

小
林
・
前
掲
注
（
9
）
一
二
四
頁
。

（
69
）  G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 55.

（
70
）  

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注
（
9
）
三
八
二
頁
。
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（
71
）  

一
八
四
八
年
憲
法
で
は
五
九
条
二
項
。
五
〇
年
憲
法
で
は
「
手
続
き
に
つ
い
て
及
び
刑
に
つ
い
て
（über das Verfahren und über die 

Strafen

）」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、「
手
続
き
及
び
刑
量
に
つ
い
て
（über das Verfahren und das Strafm

aaß

）」、
と
異
な
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
た
。

（
72
）  
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注
（
9
）
三
八
二
頁
。

（
73
）  G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 54.

（
74
）  
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
小
山
剛
監
訳
）『
憲
法
の
優
位
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
頁
。

（
75
）  

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
七
頁
。

（
76
）  

ヴ
ェ
ル
ッ
カ
ー
に
つ
い
て
、
栗
城
①
・
前
掲
注
（
9
）
二
九
八
頁
以
下
、
栗
城
②
・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
一
頁
参
照
。

（
77
）  Friedrich Christoph D

ahlm
ann, D

ie Politik, 3 Aufl., 1847, S. 163.

（
78
）  

豊
田
・
前
掲
注
（
9
）
八
一
頁
。

（
79
）  Robert von M

ohl, D
ie G
eschichte und Literatur der Staatsw

issenschaften, 1855, S. 288 f..

（
80
）  Robert von M

ohl, Staatsrecht Völkerrecht und Politik, 1860, S. 301.

（
81
）  

カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
に
つ
い
て
は
、
栗
城
②
・
前
掲
注
（
9
）
六
三
頁
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
七
〇
頁
、
七
二
頁
を
参
照
。

（
82
）  

栗
城
②
・
前
掲
注
（
9
）
二
六
二
頁
。

（
83
）  

イ
ェ
リ
ネ
ク
・
前
掲
注
（
9
）
一
一
六
頁
。

（
84
）  

栗
城
①
・
前
掲
注
（
9
）
二
三
二
頁
以
下
。

（
85
）  Kühne, a. a. O. （Anm

. 66

）, S. 578.

（
86
）  

ヴ
ァ
ー
ル
・
前
掲
注
（
74
）
一
五
二
頁
。

（
87
）  

以
上
の
点
に
つ
い
て
、M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

） S. 58 ff..

（
88
）  G
ert Schönfeld, D

as Zitier-, Zutritts- und Rederecht des Art. 43 G
rundgesetz, D

iss., Berlin 1973, S. 11.

（
89
）  M
eier, a. a. O. （Anm

. 10

）, S. 61.

（
90
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 62.

（
91
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 215.

（
92
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 11

）, N
r. 56.
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（
93
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 213.

（
94
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 63, Schönfeld, a. a. O. （Anm
. 88

）, S. 16.
（
95
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm

. 88

）, S. 12. 
（
96
）  H

ans H
ugo Klein, in; M

aunz / D
ürig, G

rundgesetz-Kom
m
entar, W

erkstand 91. EL April 2020, G
G
 Art. 43, Rn. 6.

（
97
）  H

uber, A. a. O. （Anm
. 11

）, N
r. 51.

（
98
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 64.

（
99
）  H

uber, A. a. O. （Anm
. 11

）, N
r. 54/55.

（
100
）  H

uber, A. a. O. （Anm
. 11

）, N
r. 52/53.

（
101
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 64.

（
102
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 212.

（
103
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 210 ff.

（
104
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm

. 88
）, S. 12, Fn. 5.

（
105
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
七
六
条
二
文
は
「
そ
の
者
が
議
院
の
構
成
員
で
な
い
と
き
は
、
表
決
の
際
の
み
、
退
出
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
106
）  

た
と
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
憲
法
七
六
条
一
文
は
、
大
臣
ら
が
秘
密
会
議
に
も
出
席
で
き
る
と
規
定
す
る
。

（
107
）  

バ
ー
デ
ン
な
ど
。
た
と
え
ば
バ
ー
デ
ン
憲
法
七
一
条
に
は
、「
君
主
の
委
員
は
、
…
…
草
案
に
関
す
る
暫
定
的
な
討
議
を
シ
ュ
テ
ン
デ
の
委
員

と
合
同
し
て
行
う
」
と
の
規
定
が
あ
る
。

（
108
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 216.

（
109
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 24, Bd. 2

）, S. 586.

条
文
に
つ
い
て
は
、A

nschütz, a. a. O. （Anm
. 15

）, S. 596 ff.

（
110
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 69.

（
111
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm

. 88

）, S. 16.

（
112
）  H
uber, a. a. O. （Anm

. 11

）, N
r. 91.

（
113
）  H

uber, a. a. O. （Anm
. 24, Bd. 2

）, S. 768.

（
114
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 74.

（
115
）  Stenographische Berichte über die Sitzungen der N

ationalversam
m
lung zu Frankfurt, II, S. 950.
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（
116
）  Ludwig Bergsträsser, D

ie Verfassung des D
eutschen Reiches vom

 Jahre 1849, 1913, S. 65.

（
117
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 217.
（
118
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、 Huber, a. a. O. （Anm

. 24, Bd. 2

）, S. 896 ff.

を
参
照
。

（
119
）  Eduard H

ubrich, Preussisches Staatsrecht, 1909, S. 209. 

ま
た
、M

eyer/A
nschütz, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 8. 

Aufl., unveränd. N
achdruck der 7. Aufl. （von 1919

）, 2005, S. 333, Fn. 13.

（
120
）  H

ubrich, a. a. O. （Anm
. 119

）, S. 209 f.

（
121
）  A

dolf A
rndt, D

ie Verfassungs-U
rkunde für den Preußischen Staat, 7. Aufl., 1911, S. 239.

（
122
）  

「『
出
席
』
は
、
沈
黙
し
て
座
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
議
会
の
諸
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
ラ
イ
ヒ
議
会
の
質
問
に
対
し
て
発
言

し
答
弁
す
る
大
臣
の
義
務
を
意
味
す
る
」（G

erhard A
nschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom

 ii. August 1919, Kom
m
entar 

für W
issenschaft und Praxis, 14 Aufl., Berlin 1933, S. 213.

）。
こ
の
解
釈
は
、
基
本
法
下
の
学
説
の
一
部
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

（
123
）  H

ubrich, a. a. O. 

（Anm
. 119

）, S. 209.

彼
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
議
会
の
政
府
に
対
す
る
、「
要
求
さ
れ
た
情
報

を
与
え
よ
と
い
う
要
求
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
弁
明
せ
よ
と
い
う
要
求
」
を
「
貫
徹
す
る
た
め
の
法
的
手
段
」
こ
そ
が
召
喚
権
で
あ
る
と
捉
え

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
124
）  Conrad Bornhak, Preußisches Staatsrecht, Bd. 1, 2. Aufl., 1911, S. 453; Ludwig von Rönne, D

as Staatsrecht der Preussisch-
en M

onarchie, Bd. 1, 1899, S. 394.

後
述
の
よ
う
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
も
こ
れ
ら
の
有
力
説
に
立
っ
て
い
た
。

（
125
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 72.

（
126
）  A

rndt, a. a. O. （Anm
. 121

）, S. 237.

（
127
）  Ludwig von Rönne, Kritische Bem

erkungen über den Entw
urf des Verfassungsgesetzes für den Preußischen Staat, 1848, S. 

19 f.

（
128
）  H
intze, a. a. O. （Anm

. 56

）, S. 601 f.

（
129
）  H
intze, a. a. O. （Anm

. 56

）, S. 602.

（
130
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 71.

（
131
）  Carl von W

aldow
, D
ie geschichtliche Entw

icklung und juristische Tragw
eite des A

rt. 60 der preußischen Verfassung-
surkunde in rechtsvergleichender D

arstellung, 1902, S. 52.
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（
132
）  A

rndt, a. a. O. （Anm
. 121

）, S. 237.

（
133
）  

貴
族
院
議
事
規
則
一
九
条
、
衆
議
院
議
事
規
則
三
〇
条
。vgl. A

rndt, a. a. O. （Anm
. 117

）, S. 237.
（
134
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 71.

ま
た
、H

intze, a. a. O. （Anm
. 56

）, S. 601.

も
参
照
。

（
135
）  H

erm
ann Schulze, D

as preussische Staatsrecht auf G
rundlage des deutschen Staats-rechts, Bd. 1, 2. Aufl., 1888, S. 628; 

A
rndt, a. a. O. 

（Anm
. 121

）, S. 237 f..

た
だ
し
反
対
説
と
し
て
、H
ubrich, a. a. O. 

（Anm
. 119

）, S. 208; Kurt Perels, D
as autonom

e 
Reichstagsrecht, 1903, S. 96.

（
136
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 65 f..

（
137
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 67.

（
138
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 66 f..

（
139
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 67.

（
140
）  M

eier, a. a. O. （Anm
. 10

）, S. 67.

（
141
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm

. 88
）, S. 19.

（
142
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm

. 88
）, S. 20.

（
143
）  Schönfeld, a. a. O. （Anm
. 88

）, S. 25.

（
144
）  Böckenförde, a. a. O. （Anm

. 7

）, S. 88.

（
145
）  Schönfeld, a. a. O. 

（Anm
. 88

）, S. 25.
ま
た
、Böckenförde, a. a. O. 

（Anm
. 7

）, S. 79; Rudolf O
eschey, D

ie Bayerische Verfas-
sungsurkunde vom

 26. M
ai 1818 und die Charte Ludw

igs XV
III. vom

 4. Juni 1814, 1914, S. 97.

（
146
）  Böckenförde, a. a. O. （Anm

. 7

）, S. 79, Fn. 36.

（
147
）  G

lum
, a. a. O. （Anm

. 18

）, S. 54.

（
148
）  M
eier, a. a. O. （Anm

. 10

）, S. 68.

（
149
）  M
eier, a. a. O. 

（Anm
. 10

）, S. 68.

基
本
法
下
で
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

M
einhard Schröder, in: Bonner Kom

m
entar, Art. 43, Rn. 43 ff.

な
ど
は
出
席
権
と
召
喚
権
が
対
で
あ
る
と
す
る
が
、
一
方
でKlein, 
a. a. O. 

（Anm
. 96

）, Rn. 122.

は
、
規
定
の
名
宛
人
の
相
違
や
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
、
そ
れ
に
つ
き
否
定
的
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
も
重
要

な
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
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（
150
）  H

ubrich, a. a. O. 

（Anm
. 119

）, S. 208

は
、
出
席
権
と
発
言
権
に
よ
り
、「
国
家
政
府
と
議
会
と
の
間
の
有
機
的
な
協
働
が
容
易
に

0

0

0

可
能
に

さ
れ
て
い
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

（
151
）  

ヴ
ァ
ー
ル
・
前
掲
注
（
74
）
一
五
二
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い

て
も
い
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
152
）  Prot. VA, 28. Sitzung, 11. April, S. 304 f.; Christoph Schönberger, Vom

 Verschw
inden der Anw

esenheit in der D
em
okratie, 

JZ 2016, S. 493.

太
田
　
竜
司
（
お
お
た
　
り
ゅ
う
じ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
比
較
憲
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法


